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【開催日】 平成２９年３月１４日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後５時２４分 

【出席委員】 
 

委 員 長 小 野   泰 副委員長 松 尾 数 則 

委 員 岩 本 信 子 委 員 岡 山   明 

委 員 河 野 朋 子 委 員 笹 木 慶 之 

委 員 下 瀬 俊 夫 委 員 中 村 博 行 

委 員 矢 田 松 夫   
 
【欠席委員】 なし 

 

【委員外出席議員等】 
 

議  長 尾 山 信 義 副 議 長 三 浦 英 統 

 

【傍聴議員】  
 

議  員 河 﨑 平 男 議 員 中 島 好 人 

 

【執行部出席者】  
 

総務部長 今 本 史 郎 総務部次長兼総務課長 岩 本 良 治 

総務課主幹 石 田   隆 総務課法制係長 野 村   豪 

総務課広報係長 道 元 健太郎 総務課危機管理室長 大 下 賢 二 

人事課長 城 戸 信 之 人事課主幹 辻 村 征 宏 

人事課給与係長 林   善 行 税務課長 藤 山 雅 之 

税務課課長補佐兼固定資産税係長 伊與木   登 債権特別対策室長 保 永   彰 

消防課長 幸 池   章 消防課消防庶務係長 和 田 英 樹 

消防課消防団係長 松 岡 賢 吾   

総合政策部長 川 地   諭 企画課長 河 口 修 司 

企画課課長補佐 河 田 圭 司 企画課主査兼企画係長 杉 山 洋 子 

企画課主査 村 田   浩 企 画 課 企 画 係 主 任 宮 本   渉 

財政課長 篠 原 正 裕 財政課主査兼財政係長 山 本   玄 

財政課調整係長 西 﨑   大 管財課長 木 本 順 二 

管財課主幹 梅 田 智 幸 管財課課長補佐兼用地係長 吉 田 悦 弘 

情報管理課長 山 根 正 幸 情 報 管 理 課 課 長 補 佐 兼 情 報 政 策 係 長 石 橋 啓 介 

文化・スポーツ振興部長 姫 井   昌 文化・スポーツ政策室長 舩 林 康 則 

文化振興課長 西 田   実 スポーツ振興課長 川 﨑 信 宏 
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市民生活部長 佐久間 昌 彦 市民生活部次長兼生活安全課長 井 本 雅 友 

市民生活課長 石 田 恵 子 市民生活課課長補佐兼人権・男女共同参画室長 山 本 満 康 

市民生活課市民生活係長 三 浦   裕 市民課長 長 井 由美子 

市民課主査兼住民係長 光 井 誠 司 市民課戸籍係長 森 山 まゆみ 

生活安全課課長補佐兼防犯交通係長 吉 村 匡 史 環境課長 井 上 正 満 

環境課課長補佐 木 村 清次郎 環境課環境保全係長 縄 田   誠 

環境調査センター所長 山 下 貢 治 環境事業課長 渡 邉 育 学 

小野田浄化センター主任 磯 部 修 一   

健康福祉部長 河 合 久 雄 高齢福祉課長 吉 岡 忠 司 

高齢福祉課主幹兼福祉指導監査室長 塚 本 晃 子 高齢福祉課技監兼権地域包括支援センター所長 尾 山 貴 子 

高齢福祉課主査兼介護保険係長 河 上 雄 治 障害福祉課長 兼 本 裕 子 

障 害 福 祉 課 課 長 補 佐 兼 障 害 支 援 係 長 岡 村 敦 子 障害福祉課障害福祉係長 大 坪 政 通 

社会福祉課長 深 井   篤 社会福祉課主幹 渡 部 勝 也 

社 会 福 祉 課 地 域 福 祉 係 長 桑 原   睦 こども福祉課長 川 﨑 浩 美 

こども福祉課課長補佐兼こども未来室長 大 濵 史 久 こども福祉課主査兼子ども支援係長 別 府 隆 行 

こども福祉課保育係長 山 田 寿実子 国保年金課長 桶 谷 一 博 

健康増進課長 岩 佐 清 彦 健康増進課課長補佐兼母子保健係長 河 野 靜 恵 

健康増進課主査兼成人保健係長 石 井 尚 子   

産業振興部長 芳 司 修 重 産業振興部次長兼農林水産課長 髙 橋 敏 明 

農 林 水 産 課 課 長 補 佐 水 産 係 長 中 村 景 二 農林水産課主査耕地係長 銭 谷 憲 典 

農林水産課農林係長 森 山 喜 久   

建設部長 多 田 敏 明 下水道課長 柴 田 直 幸 

下水道課技監 森 弘 健 二 下水道課主査兼維持係長 兼 本 浩 二 

成長戦略室長 大 田   宏 成長戦略室副室長 大 谷 剛 士 

山陽総合事務所長 吉 藤 康 彦 地域活性化室長 山 相 信 安 

出納室長 堤   泰 秀 議会事務局庶務調査係長 島 津 克 則 

選挙管理委員会事務局長 藤 村 安 彦 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 次 長 亀 田 政 徳 

農 業 委 員 会 事 務 局 長 阿 武 恒 美 農業委員会事務局次長 幡 生 隆太郎 

 

【事務局出席者】 
 

局 長 中 村   聡 局 次 長 清 水   保 

 

【審査事項】 

１ 議案第１５号 平成２９年度山陽小野田市一般会計予算について 

 

午前９時開会 
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小野泰委員長 それでは、ただいまから一般会計予算決算常任委員会を開きま

す。議案第１５号平成２９年度山陽小野田市一般会計予算について審査

します。審査日程は、お手元の資料のとおり進め、審査の方法は、審査

番号ごとに行います。審査対象事業がある場合は、初めに審査対象事業

を審査しますが、番号を四角で囲っている新規事業については、説明の

のち質疑、四角で囲っていない継続事業については、説明は受けず、質

疑のみで審査を行います。次に、審査対象事業以外の部分について、質

疑を行うこととしますので、よろしくお願いします。それでは、審査番

号①の審査を行います。まず、総括説明について、執行部の説明を求め

ます。 

 

河口企画課長 それでは、附帯決議については、内容、対応、担当課をお手元

に配布していますＡ４用紙に記載しており、これにより、報告に代えま

す。続いて、一般会計予算決算常任委員会の審査に先立ち、審査資料と

なっている事務事業調書の評価について説明します。企画課が提出した

資料２「事務事業の評価表」で、平成２９年度の予算要求に先立つ事業

の評価は、こちらに記載している三つの視点と九つの評価項目に基づき

行いました。まず、表の一番左、上から順に、視点、評価項目、内容、

５点、３点、１点となっています。まず、１番上の「視点」の行は、妥

当性・有効性・効率性の三つの視点を掲げ、その下に合計九つの評価項

目を定めています。「内容」の行は、その評価項目で検討する内容を示し、

これより下の５点、３点、１点の各行は、対象となる事業に照らして、

評価項目における配点ごとに該当する要件及び対応する点数を示してお

り、これにより評価点を決定します。評価項目に対する配点は、「妥当性」

に関する三つの評価項目と「有効性」における「事業の優先度」、すなわ

ち左から四つ目の評価項目までは５点、３点、１点とし、続く「類似事

業の存在」は、存在の有無を判断する項目であることから５点、１点と

し、「個別計画・政策との整合性」は、整合性の「有り無し」を判断する

項目であることから５点、３点とし、ここは昨年度から配点を変更して

います。「効率性」の三つの評価項目については３点、１点とし、全事業

を一律に３９点満点とすることで事業を比較しやすくしています。なお、

妥当性、有効性よりも財源に関係する視点である効率性の配点を低くし

た理由は、事業における妥当性、有効性をより重視して事業の選択を行

いたいという考えによるものです。以上に基づき、各課が評価を行って

提出した事務事業調書について、予算要求前の１０月から１１月に掛け

て、企画課で臨時的経費に係る全事業、およそ５６０事業の評価点を算
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出し、確定しました。また、その後、行われた各課から財政課への平成

２９年度の臨時的経費の予算要求は、評価点の合計が３３点以上の事業

に絞って行われたところです。次に、平成２８年度において評価の一部

を変更したことについて説明しますので、お手元に配付していますＡ４

の企画課から提出した資料１、平成２８年度査定における事務事業評価

表の変更について、まず、配点の変更です。平成２７年度は、資料１の

①の中ほど左にありますように、「有効性」の「個別計画・政策との整合

性」の配点を５点、１点としていましたが、計画の有無による点差が開

きすぎるため、右にあるように配点を５点、３点に変更しました。次に、

評価項目の判断内容を一部追加したことについて、資料１の裏面及び資

料２において赤字で記載されているところで、一つ目は、「妥当性」の「目

的の妥当性」の評価項目について、「施策体系外」の事業について、各評

価点の判断内容を加えました。ちなみに「施策体系外」とは総合計画に

おいて、どの施策にも該当しないもの、例えば「自治基本条例見直し事

業」、「地方交付税事務」などです。次に、同じく「妥当性」の「自治体

関与の妥当性」の評価項目について、システムの改修等に関する事業の

事務事業調書が多く上がってくるようになったため、各評価点の判断内

容を加えました。また、この評価項目については、施設の老朽化等に伴

う補修や更新についても、３点の配点において評価点の判断内容を加え

ました。次に「有効性」の「個別計画・政策との整合性」の評価項目に

ついて、個別計画を策定中の事業について加味できるよう５点の配点に

おいて判断内容を加えました。次に、「効率性」の「コスト効率」の内容

について、「特定財源を検討しているか」という判断内容を加え、評価す

ることとしました。最後に事務事業調書の様式について説明します。平

成２８年度提出の実施計画及び事務事業調書については、第二次総合計

画策定に伴う資料とするため、平成２９年度から第二次総合計画の策定

期間の最終年度である平成４１年度までの１３年間分の事業費等の提出

を受けているところです。しかしながら、一般会計予算決算常任委員会

において提出する事務事業調書としては、例年どおり３年間分のものと

し、このため、「活動指標、又は成果指標」の「Ｈ３３」、「Ｈ３７」、「Ｈ

４１」の欄は、政策形成過程のものとして空白としています。 

 

篠原財政課長 平成２９年度山陽小野田市一般会計予算について、財政課から

総括的な説明をします。予算書、予算に関する説明書の２ページ、第１

条に定めているとおり、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３４９

億８００万円で、前年度当初予算と比較して２２.０％、６２億９,６２８

万５,０００円の増額となっています。また、第２条において債務負担行
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為、第３条において地方債を定め、第４条において一時借入金の最高額

を９０億円としています。また、第５条において、歳出予算の各項の間

に係る経費の流用範囲を定めています。３ページ、第１表歳入歳出予算

の歳入として、１款市税から６ページの２１款市債までの款項の区分ご

との金額を記載しています。また、７ページから歳出として、１款議会

費から９ページの１３款予備費までの款項の区分ごとの金額を記載して

います。１０ページ、第２表債務負担行為として、生活困窮者自立支援

事業、以下、六つの事業について、期間及び限度額を設定しています。

１１ページでは、第３表地方債については、旧商業起業家支援センター

整備事業債以下、２３の地方債について限度額、起債の方法などを定め

ています。次に、１５ページ、歳入歳出予算事項別明細書の総括として、

１５、１６ページでは歳入を、１８、１９ページでは歳出をまとめて記

載しています。続いて、事項別明細書の歳入について、款項を追って、

その概要を説明します。２０、２１ページ、１款市税１項市民税は３５

億８,７４５万２,０００円を計上しています。個人市民税では増を見込

んでいますが、法人市民税では一部主要企業の減収等により減を見込ん

でいます。２項固定資産税は４８億７,８５４万５,０００円を計上して

います。地価の下落修正による土地の減はあるものの家屋の新築、増改

築などによる増や償却資産の増を見込んでいます。また、３項軽自動車

税、２２、２３ページの４項市たばこ税は税制改正の状況を加味、５項

入湯税は前年度の実績を勘案、６項都市計画税は固定資産税の動向など

を考慮しています。１款市税全体では、対前年度比４４５万９,０００円

減の９６億７,６１２万８,０００円を計上しています。２２、２３ペー

ジの２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税、２４、２５ページの２項自

動車重量譲与税、３項特別とん譲与税については、それぞれの実績見込

みや国の地方財政計画の伸び率などを勘案しており、２款地方譲与税全

体では、対前年度５.０％、１,０００万円減の１億９,０００万円を計上

しています。２４ページから２７ページの各種交付金についても、実績

見込みや地方財政計画などを勘案しており、３款１項の利子割交付金は

対前年度５２.４％、１,１００万円減の１,０００万円、４款１項の配当

割交付金は２５.０％、１,０００万円減の３,０００万円、５款１項の株

式等譲渡所得割交付金は４０.０％、１,０００万円減の１,５００万円。

次の２６、２７ページの６款１項の地方消費税交付金は１４.５％、１億

７,０００万円減の１０億円、７款１項のゴルフ場利用税交付金は７.１

％、５００万円減の６,５００万円、８款１項の自動車取得税交付金は

２５.０％、８００万円増の４,０００万円、９款１項の地方特例交付金

は前年同額の３,０００万円を計上しています。下段の１０款１項の地方
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交付税は、普通交付税では合併算定替えの終了による段階的減少の３年

目に当たり、減額が見込まれることなどもあり、５３億１,０００万円を

見込み、また、特別交付税は前年度同額の６億７,０００万円を見込み、

１０款全体では３.１％、１億９,０００万円減の５９億８,０００万円を

計上しています。２８ページ、２９ページの１１款１項交通安全対策特

別交付金は前年度同額の８００万円を計上しています。また、１２款分

担金及び負担金１項分担金では、急傾斜地崩壊対策事業に係る地元分担

金２００万円を計上し、２項の負担金では、保育所運営費負担金におい

て、私立保育園保護者負担金の減などにより、２億８,９８４万８,０００

円を計上しており、１２款全体では３.０％、９１２万６,０００円減の

２億９,１８４万８,０００円を計上しています。２８ページから３３ペ

ージの１３款使用料及び手数料１項使用料では、公の施設使用料、占用

料、行政財産使用料などの実績勘案などにより、４億６３８万３,０００

円を計上しており、３２ページから３５ページの２項手数料も実績等を

勘案するほか、有帆緑地処分場における建設残土処理手数料の皆減など

により、１億４,２０３万５,０００円を計上しています。また、３項証

紙収入は指定ごみ袋の証紙収入であり、１,７５７万３,０００円を計上

しており、１３款全体では５.５％、３,３０４万３,０００円減の５億

６,５９９万１,０００円を計上しています。３６ページ、３７ページの

１４款国庫支出金１項国庫負担金は、自立支援給付費や障害児支援給付

費の増などがあるものの、子供のための教育・保育給付費は、内訳とし

ては、従来の私立保育所運営費や地域型保育給付費負担金、施設型保育

給付費負担金が含まれるものですが、この減や児童手当、生活保護費の

減などがあり、２９億６,６４６万７,０００円を計上しています。３６

ページから４１ページの２項国庫補助金は、学校施設環境改善交付金の

皆増や社会資本整備総合交付金などの増はあるものの臨時福祉給付金給

付事業費の皆減や社会保障・税番号制度システム整備費などの減により、

５億２０９万２,０００円を計上しており、４０、４１ページの３項委託

金は、参議院議員選挙事務費の皆減などにより、１,１７３万４,０００

円を計上しています。１４款全体では、５ .０％、１億８ ,３１５万

３,０００円減の３４億８,０２９万３,０００円を計上しています。４０

ページから４３ページの１５款県支出金１項県負担金は、自立支援給付

費や後期高齢者医療保険基盤安定費の増などにより、１１億７８６万

９,０００円を計上しています。４２ページから４７ページの２項県補助

金は、産地パワーアップ事業費補助金の皆増などがあるものの介護施設

等整備補助金や介護施設等開設準備経費補助金、新規就業者受入体制整

備事業補助金の皆減などにより５億５,５７９万８,０００円を計上して
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います。４６ページから４９ページの３項委託金は、県知事選挙事務費

や都市計画基礎調査事業費の皆増などにより、１億３,８５０万７,０００

円を計上しています。１５款全体では５.７％、１億８４６万９,０００

円減の１８億２１７万４,０００円を計上しています。次に５０ページ、

５１ページの１６款財産収入１項財産運用収入は、市有財産の貸付けや

基金運用収入等で１,７３６万１,０００円を計上し、２項財産売払収入

は市有地の売払いなどにより１,１３５万２,０００円を計上しています。

１６款全体では２０.５％、７４１万９,０００円減の２,８７１万３,０００

円を計上しています。次の１７款寄附金１項寄附金は、ふるさと寄附金

の増により３３.３％、５００万円増の２,００１万円を計上しています。

５０ページから５５ページの１８款繰入金１項基金繰入金は、財政調整

基金繰入金１２億３,５００万円、まちづくり魅力基金繰入金２,７００

万円、公立大学法人運営基金繰入金４億７,８２９万６,０００円、地域

福祉基金繰入金３,０００万円などで、繰入金全体で５４３.７％、１５

億１,５５３万７,０００円増の１７億９,４２９万８,０００円を計上し

ています。５４、５５ページの１９款１項繰越金は、前年度と同額の

３,０００万円を計上しています。また、次の２０款諸収入１項延滞金、

加算金及び過料は２,０００万円を計上し、２項市預金利子は、３０万

１,０００円を計上しています。５４ページから５７ページの３項貸付金

元利収入では、金融機関預託金元金収入の減などにより、２億７,２４９

万７,０００円を計上しています。５８ページから６３ページまでの４項

雑入は、退職手当他会計負担金などの増があるものの大学施設整備負担

金の皆減や福祉医療助成費高額療養費などの減により３億５,９２４万

７,０００円を計上しており、２０款全体では４７.７％、５億９,５３８

万３,０００円減の６億５,２０４万５,０００円を計上しています。６４

ページから６７ページまでの２１款市債１項市債は子育て総合支援セン

ター整備事業債や厚狭地区複合施設整備事業債、公民館整備事業債の皆

減などがあるものの、大学校舎建設事業債や火葬場整備事業債、給食施

設整備事業債などの増があり、１９８.３％、６１億１,４８０万円増の

９１億９,８５０万円を計上しています。続いて歳出について、款項ごと

に説明します。６８ページから７１ページの１款議会費１項議会費は対

前年度２.１％、４３６万９,０００円増の２億１,１４４万２,０００円

を計上しており、議員報酬や議場設備の借上げに係る機械器具借上料の

増などがあります。次に７０ページから１１１ページの２款総務費１項

総務管理費は、２０億５,４２９万５,０００円を計上しています。７０

ページから７７ページまでの１目一般管理費では、空家等実態調査に係

る調査委託料の皆増のほか、一般職員給や退職手当の増などがあります。



 

8 

 

７８ページから８１ページの４目情報管理費では、社会保障・税番号制

度対応に係るシステム改修委託料や電算システム・機器賃借料の減、８２、

８３ページの６目財政管理費では、公会計制度に対応するための財務会

計システム改修委託料の皆減、８２ページから８７ページの８目財産管

理費では、固定資産台帳整備支援委託料の皆減や旧商業起業家支援セン

ター解体工事に係る家屋調査業務委託料や工事請負費の増、ふるさと支

援基金積立金の増、８６ページから８９ページの９目企画費では、総合

計画策定に係る計画策定委託料や転入奨励金の増、９８、９９ページの

２０目自治会活動推進費では、自治会館建設補助金の減、１００ページ

から１０３ページの２３目文化振興費では、現代ガラス展実行委員会負

担金の皆増、１０８、１０９ページの２８目スポーツ施設費は、工事請

負費の皆減などがあります。次に１１０ページから１１５ページの２項

徴税費は、２億３,４４１万６,０００円を計上しており、市税償還金の

増や山陽地区新規路線価付設業務、固定資産総合鑑定評価業務に係る調

査委託料の減などがあります。１１４ページから１１７ページの３項戸

籍住民基本台帳費は、１億１,９４０万円を計上しており、住居表示業務

委託料の減などがあります。次に１１６ページから１２７ページの４項

選挙費は、１億２,２９６万３,０００円を計上しており、漁業調整委員

選挙費や参議院議員選挙費の皆減がありますが、市議会議員選挙費や県

知事選挙費の皆増、市長選挙費の増があります。１２６ページから１２９

ページの５項統計調査費は、９５２万１,０００円を計上しています。１

２８ページから１３１ページの６項監査委員費は、監査業務経費であり、

２,２２１万１,０００円を計上しています。また、１３０ページから

１３３ページの７項大学費では、設計委託料の減や公立大学法人運営基

金積立金の皆減などがあるものの大学運営に係る運営費交付金や薬学部

施設整備に係る工事請負費などの増により、８４億９,５４６万４,０００

円を計上しています。２款全体では１３３.１％、６３億１,３６９万

６,０００円増の１１０億５,８２７万円を計上しています。１３２ペー

ジから１５１ページまでの３款民生費１項社会福祉費は、４７億９,７７８

万２,０００円を計上しています。１３２ページから１３７ページの１目

社会福祉総務費では、国民健康保険特別会計繰出金の減や介護保険特別

会計繰出金の増、１３６ページから１４１ページの２目障害者福祉費は

扶助費の児童発達支援給付費や放課後等デイサービス給付費、自立支援

医療給付費などの増、１４０ページから１４５ページの３目高齢者福祉

費は長生園組合負担金や介護施設等整備補助金や介護施設等開設準備経

費補助金の皆減、１４４ページから１４７ページの６目福祉センター運

営費は中央福祉センターに係る耐震診断委託料の皆増、また、１５０ペ
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ージ、１５１ページでは、臨時福祉給付金費が廃目となっています。次

に１５０ページから１６３ページの２項児童福祉費は３６億６,６３３

万９,０００円を計上しています。１５０ページから１５５ページの１目

児童福祉総務費では、なるみ園指定管理者委託料の減や子育て総合支援

センター整備事業に係る調査委託料や設計委託料、用地家屋購入費など

の皆減、１５４ページから１５７ページの２目児童措置費は保育所運営

費や児童手当、児童扶養手当の減、１５６ページから１６１ページの４

目保育所費では、人件費の減などがあります。１６２ページから１６７

ページの３項生活保護費は、１４億３,６１４万７,０００円を計上して

おり、１６４ページから１６７ページの２目扶助費では、実績勘案等に

よる生活扶助費や介護扶助費、医療扶助費の減などがあります。また、

１６６、１６７ページの４項災害救助費は、前年度と同額の４２９万円

を計上しています。３款全体では７.９％、８億４,９２９万６,０００円

減の９９億４５５万８,０００円を計上しています。次に１６６ページか

ら１８３ページまでの４款衛生費、１項保健衛生費は１６億３,１３２万

９,０００円を計上しており、１６６ページから１７３ページの１目保健

衛生総務費では、水道事業出資金の皆減や病院事業会計繰出金の減、

１７２、１７３ページの２目予防費は、予防接種委託料の増や健康診査

委託料の減、１８２、１８３ページの７目新火葬場整備費では、基本設

計・実施設計に係る設計委託料や敷地造成工事費の減のほか、建築本体

工事費、電気設備工事費、機械設備工事費の増などがあります。１８２

ページから１８９ページの２項清掃費は、８億９,９７６万円を計上して

おり、１８４ページから１８７ページの２目塵芥処理費では、旧焼却施

設の煙突撤去工事費や浸出水処理施設整備工事費の減などがあります。

４款全体では０.８％、２,０６１万６,０００円減の２５億３,１０８万

９,０００円を計上しています。１８８ページから１９３ページまでの５

款労働費１項労働諸費は、１８８ページから１９１ページの１目労働諸

費において、雇用能力開発支援センターの受電施設や防火水槽などの撤

去、新設に係る工事請負費の皆減、１９０ページから１９３ページの２

目勤労青少年ホーム費では、小野田勤労青少年ホームにおける外壁改修

に係る工事請負費の皆減などがあり、５款全体では４６.０％、４,８０８

万９,０００円減の５,６３５万６,０００円を計上しています。１９４ペー

ジから２０５ページまでの６款農林水産業費１項農業費は４億８,７３８

万９,０００円を計上しており、１９６ページから１９９ページの２目農

業総務費では、経営基盤強化資金利子補給金の皆減や農業施設整備事業

補助金の減、１９８、１９９ページの３目農業振興費では、需要対応型

産地育成事業補助金や新規就業者受入体制整備事業補助金の皆減、産地
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パワーアップ事業費補助金の皆増、２００ページから２０３ページの４

目農地総務費は、高千帆土地改良区補助金や農業集落排水事業特別会計

補助金の減、２０２ページから２０５ページの５目土地改良事業費では、

江汐ため池取水塔や沖開作排水機場ポンプ設備の改修工事に係る土地改

良施設維持管理適正化事業費の皆減、後潟上地区区画整理事業に係る県

事業負担金の減などがあります。２０４ページから２０７ページの２項

林業費は２,０４５万円を計上しており、２目林業振興費では、地域が育

む豊かな森林づくり推進事業委託料の皆などがあります。２０６ページ

から２１１ページの３項水産業費は、７,８０９万１,０００円を計上し

ており、６款全体では５.２％、２,８７６万６,０００円増の５億８,５９３

万円を計上しています。２１０ページから２２１ページまでの７款商工

費１項商工費は、２１２ページから２１５ページの２目商工振興費にお

いて、工場設置奨励金や土地開発公社利子補給金の減、２１６ページか

ら２１９ページの４目観光宣伝費は、観光案内板整備事業やハッピース

ポット設置事業に係る工事請負費の減、２１８ページから２２１ページ

の５目商工センター運営費では、エレベーター改修工事費の皆減などが

あります。７款全体では９ .０％、５,１５５万５,０００円減の５億

２,３５８万２,０００円を計上しています。次に２２０ページから２２

３ページまでの８款土木費１項土木管理費は、２,３０２万２,０００円

を計上しており、有帆緑地処分地整備工事の皆減や急傾斜地崩壊防止施

設緊急改築事業に係る県事業負担金の減などがあります。２２２ページ

から２２９ページの２項道路橋りょう費は、４億５,６５２万８,０００

円を計上しており、２２２ページから２２５ページの１目道路橋りょう

総務費では、道路台帳整備委託料や県道改良事業に係る県事業負担金の

減、２２４ページから２２７ページの３目道路橋りょう維持費では、市

道舗装リフレッシュ事業などの市道維持工事の減、２２６ページから

２２９ページの４目道路新設改良費では、市道浜崎１号線道路改良に係

る工事委託料や橋りょう長寿命化点検委託料、３路線の通学路安全対策

事業を含む市道改良事業の工事請負費などがあります。２２８ページか

ら２３１ページの３項河川費は、１億１,７２９万９,０００円を計上し

ており、東下津地区内水対策事業に係る工事請負費の増などがあります。

２３０ページから２３３ページの４項港湾費は、５,５１６万６,０００

円を計上しており、小野田港港湾改修に係る県事業負担金の増などがあ

ります。２３２ページから２４１ページの５項都市計画費は、１６億

６,９５６万８,０００円を計上しており、２３２ページから２３５ペー

ジの１目都市計画総務費では、都市計画基礎調査委託料や都市計画マス

タープランに係る計画策定委託料、駐車場事業特別会計繰出金の皆増や
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都市計画道路整備に係る県事業負担金、下水道事業特別会計繰出金の増

があり、２３４ページから２３９ページの２目緑地公園費は、公園施設

長寿命化事業に係る工事請負費や最終処分場一体緑地償還金の減、２４０、

２４１ページの５目都市再生整備事業費では、用地購入費や補償金の皆

増などがあります。２４０ページから２４５ページの６項住宅費は、１

億９，８２２万７,０００円を計上しており、市営住宅維持管理事業とし

て、屋根防水工事やエレベーターリニューアル工事などを計上していま

す。８款全体では３.７％、８,９７８万６,０００円増の２５億１,９８１

万円を計上しています。２４４ページから２４９ページまでの９款消防

費１項消防費は、２４４、２４５ページの１目常備消防費において、宇

部・山陽小野田消防組合費分担金として、通常分担金に加え、高規格救

急車両の更新や小野田署庁舎整備などの特別分担金を含めて計上してい

るほか、２４４ページから２４７ページの２目非常備消防費では、市内

５分団への小型動力ポンプ整備による増、２４６ページから２４９ペー

ジの３目消防施設費では、水道管路更新に係る消火栓負担金の増などが

あります。９款全体では、２.９％、３,１０５万５,０００円減の１０億

２,６４５万２,０００円を計上しています。２４８ページから２５５ペ

ージの１０款教育費、１項教育総務費は３億７,５６２万９,０００円を

計上しており、２４８ページから２５３ページの２目事務局費は、退職

手当や臨時雇賃金の増、２５２ページから２５５ページの３目指導研究

費では、コミュニティスクールコンダクター報酬の皆減などがあります。

２５４ページから２６１ページの２項小学校費は、３億７６０万６,０００

円を計上しており、２５６ページから２５９ページの２目教育振興費で

は、理科備品整備に係る校用器具費の減、２５８ページから２６１ペー

ジの３目学校建設費は、学校施設非構造部材耐震化事業の皆減、埴生小

学校校舎建設事業に係る調査設計委託料の増や用地購入費の皆減などが

あります。２６０ページから２６５ページの３項中学校費は、１億

７,８１６万３,０００円を計上しており、２６２ページから２６５ペー

ジの２目教育振興費では、理科備品整備に係る校用器具費や教科書・指

導書の購入費の皆減、２６４、２６５ページの３目学校建設費では、厚

狭中学校屋内運動場床改修事業や埴生中学校屋上防水事業の増などがあ

ります。２６４ページから２６７ページの４項幼稚園費は、１億５３７

万６,０００円を計上しており、幼稚園就園奨励費の増や多子世帯保育料

等軽減事業費の減などがあります。２６６ページから２８７ページの５

項社会教育費は５億３,７２６万１,０００円を計上しており、２７２ペ

ージから２７５ページの２目公民館費は、赤崎公民館エレベーター設置

事業費や旧厚狭公民館解体事業費の皆減、２７４ページから２７９ペー
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ジの３目図書館費では、中央図書館の空調設備更新事業に係る工事請負

費の増や旧厚狭図書館解体事業費の皆減、２８０ページから２８３ペー

ジの６目青年の家費では、旧入場門解体事業費の皆増、２８４ページか

ら２８７ページの８目埴生地区複合施設整備事業費は、設計委託料や土

地造成工事費などが皆増となっています。次に２８６ページから２９１

ページの６項保健体育費は、１９億３,１０７万８,０００円を計上して

おり、２９０、２９１ページの３目給食共同調理場建設費では、本体建

屋建築工事費や厨房機器類などの備品購入費などを計上しています。１０

款全体では４０.３％、９億８,５８９万１,０００円増の３４億３,５１１

万３,０００円を計上しています。また、２９２、２９３ページの１１款

災害復旧費１項鉱害復旧費は、前年度と同額の９万３,０００円を計上し

ています。次に中段の１２款公債費１項公債費は１目では地方債元金、

２目では地方債利子及び一時借入金利子の償還金を計上しています。過

去の普通建設事業債等の償還額の減や合併特例債の一部償還終了などに

より、４.０％、１億２,５６１万２,０００円減の３０億５３０万５,０００

円を計上しています。２９２ページから２９５ページの１３款予備費、

１項予備費では、前年度と同額の５,０００万円を計上しています。２９７

ページから３０６ページでは、当初予算における給与費明細書のほか、

債務負担行為や地方債に関連する調書を掲載しています。最後に、財政

指標については、財政力指数は３か年平均で、０.６３７、実質公債費比

率は１０.８％を見込んでいます。以上、平成２９年度一般会計予算の歳

入歳出における総括的な説明をしました。 

 

小野泰委員長 執行部の説明が終わりました。質疑については後ほど該当部分

の審査の際に行いたいと思いますが、事業評価、総括説明でどうしても

質問をしたいということがありましたら、ここでお願いしたいと思いま

す。 

 

下瀬俊夫委員 民間委託の問題ですよね。多分これからかなり民間委託という

問題、いわゆる公営でなくてもいいんではないかという、こういう観点

から民間化というのがかなり強まってくる可能性があるんですよね。そ

こら辺で評価そのものは基本的に変わっていないんですが、今後の方向

としてはそこら辺はかなり行政としては重視をしていくということにな

るのかどうなのか、その１点だけお聞かせください。 

 

川地総合政策部長 行財政改革の中でも、アウトソーシングの推進ということ

をうたっています。内容的にはケースバイケースで慎重にやっていきま
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すけども、基本的なスタンスとしては民営化できるものについては民営

化して、効率的な財政運営をしていこうというスタンスは変わりありま

せん。ただ、その状況と内容によって慎重にやっていこうとは考えてい

ます。 

 

下瀬俊夫委員 部長の立場は基本的に民営化の方向がかなりあると思っている

んですが、いわゆる評価の基準、民間化をする採用の条件で一番中心的

なものは何ですか。 

 

川地総合政策部長 やはり人件費及び運営管理の維持費の削減、この二つにポ

イントが来るであろうとは考えていす。 

 

河野朋子委員 事務事業評価表を変更されたという説明を聞いたんですけど、

その中で少しお聞きしたいんですが、有効性の部分で類似事業の存在と

いうところは先ほどの説明では５点と１点で採点するという説明で良か

ったですか。 

 

河口企画課長 失礼しました。Ａ４のほうの横にある類似事業、５、３、１と

ありますが、真ん中の３点を削除してください。大変申し訳ありません。 

 

河野朋子委員 それと先ほど附帯決議についての対応というところで読上げは

されませんでしたが、事務事業評価表の活用について各課の対応がばら

ばらだからその辺りちゃんとしてほしいということに対しての回答は庁

内での研修をすると言われたんですけど、今年度はそれに対してどうい

うところまでされたのかをお聞きします。 

 

河口企画課長 先ほどお配りした「附帯決議の対応について」の下段になりま

すけども、ヒアリング時を捉えて記載内容の改善のための協議を継続し

ていくということと、今年度については６月３日、７日に課長を対象に

した研修会を行い、実施計画等、事務事業について研修を行ったところ

です。これは毎年継続したいと考えています。 

 

小野泰委員長 ほかに。ないようでしたら審査番号①を終わります。続いて②

の議会費、６８から６７ページ。 

 

下瀬俊夫委員 ７１ページの図書購入費ですね、議会図書室の位置付けがまだ

きちんとしていないと思っているんですが、この位置付けの問題は議会
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のほうがきちんとしないといけないのか、事務局としてこの議会図書室

の位置付けをきちんとしていくという対応をされるのか、どちらが先な

のか教えていただきたいと思います。 

 

清水議会事務局次長 基本的には議会基本条例の中で図書室の充実ということ

が規定されており、この地方自治法に基づく図書室でもありますので、

充実をしていかなければならないということは基本にあると思っていま

す。現実問題としてスペースの問題等もありますので、いろいろ考えな

ければいけない問題があります。ただ、これは事務局のみの問題ではあ

りませんので、議員の皆さんと基本条例の理念にのっとりながら、一緒

に検討していくということになろうかと思っています。 

 

小野泰委員長 ほかに。よろしいですね。次の消防にいきます。 

 

下瀬俊夫委員 広域消防であっても当然予算の審査ですから、この議会でそれ

なりの議論ができるんだというのが先般の答弁でありました。２点ほど

お聞きします。１点は、実は単独の消防の頃は救急搬送で搬送を拒否さ

れた回数というのが消防から報告されていました。ところが広域になっ

た途端に、このシステムがなくなって、搬送拒否の回数がよく分からな

くなったというのが、これまで議論の中にありました。これが今、改善

されたのかどうなのか、その現状についてどの程度認識されているのか

教えていただきたいと思います。 

 

幸池消防課長 救急搬送の拒否件数については、局の警防課でそれぞれの署の

拒否件数について把握しています。拒否の内容についても、全て各署か

ら吸い上げて、警防課で把握しています。 

 

下瀬俊夫委員 そうすると広域になってこのシステムがなくなったというので

はなく、再度この問題は構築されたとみていいんですか。 

 

幸池消防課長 拒否を含めて救急搬送の内容については全て警防課で集約して

いますので、引き続き議論できる余地はあります。 

 

下瀬俊夫委員 消防年鑑には、救急搬送の回数、時間等は載っているんですが、

拒否の回数は載っていないんですね。これは是非委員会としても、資料

請求をお願いしたい。２点目は、これは本会議でも質問したんですが、

昨年１０月に消防局のほうから、業者宛に庁舎内立入禁止の連絡事項が
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出されました。実はこれは業者だけじゃなく、私たち議員に対しても同

じような対応をされました。私自身も面と向かって今後一切入ってはい

けませんと言われました。ところが広域の議員に対しては、それはない

んですね。そうすると広域消防になった途端に予算を預かる我々の議員

はいわゆる業者、一般市民と一緒で庁舎内立入禁止という対応をなぜさ

れたのかまずお聞きしたいと思います。 

 

幸池消防課長 庁舎内の立入禁止については宇部市の市役所で始まったという

ことで、それをもって組合も宇部市に倣ってやっています。なぜ中に入

ってはいけないかということになるとやはりパソコン等をやっています

し、入って来られた方に情報が漏れる恐れがあるということで、立入禁

止ということを組合がやっています。その関係で小野田消防署も山陽署

も立入禁止という措置をとったのが現状です。 

 

下瀬俊夫委員 そんなことを言っているんじゃないですよ。業者に対して、今

後立入制限をしますよという通達は出されました。それを議員に対して

同じように文章を出されて、議員も同じように立入禁止ですよという措

置をしたのはなぜですかって聞いているんですよ。 

 

幸池消防課長 消防課としては議員に出された文書は把握していません。ただ、

入り口に表示をするようには局から言われていますので、立入禁止とい

う表示は示しているような状況です。 

 

下瀬俊夫委員 議員に対して大変失礼だと思っているんですよね。調査権があ

るかないかは別にして、業者に出された同じ文書を議員に示されて今後

一切入ってはいけませんと、こういう対応をされているわけです。その

ときに言われたのは、宇部市から宇部市役所の方針として示されたので、

消防局としてやっているんだと言われました。あなた方の上部機関は宇

部市ですか。違うでしょ。広域になったんだから当然消防局として対応

しなきゃいけないわけですよね。宇部市がどうのこうの、基本的に関係

ないわけですよ。それを業者に示された文書と同じ文書を議員に渡して、

今後一切入ってはいけませんという対応は、市民に開かれた行政ではな

くなってしまうんじゃないかと。こういうことをやってしまうと議員だ

けじゃなく、市民との関係、かなりそごが生じるんじゃないかと思うん

ですよ。ちょっとそこら辺でこの問題については基本的には再検討、特

に議員に対して、こういう失礼な対応は是非やめていただきたいという

ことだけは要望しておきたいと思います。 
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岩本信子委員 消防のところでお聞きしたいんですけど、財源の中で石油備蓄

基地の補助金というのがなかったですか。今、県の石油の補助金だけが

あるんだけど、あったような気がするんですけど。 

 

川地総合政策部長 備蓄補助金はあります。ありますけども、全て消防のもの

に充てるのではなくて、その備蓄交付金を使うために、例えば消防費に

充てるとか、土木費に充てるとかをしています。県の補助金もあります。

ただ、うちが今１億２７８万６,０００円ありますが、一般会計ですので、

土木の県補助金で充てていますけども、今度消防組合の救急車とか、指

揮車ですとか、今回予算化していますけども、これは直接消防組合の歳

出で買ってもらいますので、その財源については、消防組合のほうに直

接県から受け取ってもらうやり方をしています。したがって、消防費の

県補助金はこの歳入には充てていません。もう１点、今回病院のＤＭＡ

Ｔの関係、それから倉庫の関係で、これも備蓄交付金を充てるようにし

ていますが、病院会計のほうで歳出を組みますので、歳入についても直

接受け取ってもらうということで、一般会計を通さない形になっていま

す。ですから、総額は非常に分かりにくくなってるのは、そのとおりで

すけれども、その辺については、企画、財政のほうで全て総額を把握し

ていますので、それをどのような形で振り分けるかは、きちんとやって

いると考えています。 

 

矢田松夫委員 消防団の報酬のところですが、昨年も意見が出たんですけど、

非常に旧小野田市側のほうが分団員の数が少ないということですけれど、

今年度については目標の団員を増やしていくことの予算計上ですか。 

 

幸池消防課長 この消防団員の年報酬については、条例定数の関係で、金額を

算定しています。団員を増やすということについては、事業所の関係が

あり、今、９事業所ほど認定していますけれども、この金曜日に３事業

所ほど認定して、更に消防団員を増やすということをしています。それ

と前回の議会の中でもありましたけど、学生消防団員ということで、今

それを検討している最中です。 

 

小野泰委員長 ほかに。ないようでしたら、２款総務費。審査事項に新規があ

りますので、この説明をお願いします。 

 

井本市民生活部次長 審査対象事業ナンバー４、空家等対策の強化事業につい



 

17 

 

て説明します。資料ページの１９ページから２２ページです。平成２５

年総務省が実施した住宅・土地統計調査によれば、山陽小野田市の総住

宅数は２万９,７５０戸、このうち空き家の数は４,０６０戸、空き家率

１３.６％を占めています。全国の空き家率１３.５％とほぼ同率であり、

これは、市内において、７から８軒のうち１軒が空き家ということにな

ります。少子高齢化の進行、人口減少社会の進展等が空き家の増加の背

景と言われていますが、空き家は年々増加しており、今後も更に増えて

いくと見込まれています。空き家の中には、様々な理由から長期間放置

され、老朽化による倒壊、樹木、雑草の繁茂、不法侵入などの問題が発

生し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものもあります。こうし

たことから、今後の空き家対策における空き家の適正管理の推進、利活

用の促進といった取組を総合的、計画的に進めるための基本的な考え方

となる空家等対策計画を策定し、効率的な空家対策を実施しようとする

ものです。また、作成に当たっては、空き家の数、実態、分布状況、周

辺住民等に対する空き家の影響の度合いなどを踏まえる必要があるため、

空家実態調査を行うとともに、建築士、司法書士、宅地建物取引業者な

ど各種専門家を構成員として協議会を設置し、客観性や公平性により空

家対策計画の策定及び変更、また、特定空家等に対する基準や措置の方

針について策定していきたいと考えています。２０ページ、支出内訳は、

委員報酬１０万円は協議会の委員報酬です。消耗品費１万円は、資料作

成のための用紙代等事務用品です。調査委託料７４３万４，０００円は、

空家実態調査を行うための委託料です。調査区域は、市内全域とし、２９

年度の早い段階で入札を考えています。事業期間は４か月を予定してい

ます。庁用器具費２０万円は、調査結果のデータや写真を管理するため

のパソコン購入費です。財源としては、空家対策計画の策定に必要な空

家住宅等の実態把握に要する費用が社会資本整備総合交付金の助成対象

費用になっています。 

 

小野泰委員長 ただ今の件で質問はありますか。 

 

岩本信子委員 空き家率が１３.６％と言われましたが、これはどういう調査を

されたんですか。 

 

井本市民生活部次長 これは住宅土地統計調査によるもので、サンプル調査で

す。５年に一回行われるもので、個々の住宅について詳しく調べたもの

ではありませんので、このたび実態調査を行うというものです。 
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岩本信子委員 実態調査ですけれど、空き家の概念というのは、住んでないの

が空き家でしょうけど、どうなんですか。持ち主の分かっているのと分

かっていないの。分かっていないのが放置された空き家ということだろ

うと思うんですけど、空き家にもいろいろあるわけですよね。たまたま

１年ぐらい、子供は隣にいるんだけど空き家になっているとか、そうい

う空き家もありますけど、空き家そのものの定義が分からないから聞く

んですけれど、とにかく住んでいないというのが空き家ということで調

査されるのですか。 

 

井本市民生活部次長 この調査、市内の住宅等で１年以上居住その他の使用が

されていないことが常態的である空き家を対象としていますが、このた

びの調査は外観調査から行っていきます。それをデータ化します。例え

ば小規模の修繕により活用できるもの、管理状態が良くないものの当面

危険性は少ないもの、管理状態が悪いものの部分的に修復することで危

険性を改善できるもの、管理状態が悪く危険性があると判断できるもの

など、いろいろ分類して段階も決め、データ化していきます。当然今ま

で市民の方からの情報等、生活安全課で持っていますので、それも含め

てデータ化して、今後できればその状況を見ながら意向調査等、いろい

ろな経緯があって空き家になった事情がありますので、その辺を十分考

慮しながら慎重に、あくまでも空き家は所有者、管理者の第一義的に管

理するものですので、その辺を考慮して慎重に行っていきたいと考えて

います。 

 

岩本信子委員 何年か先に住む予定にしているとか言われた空き家も出てくる

わけですよね。そういうのも空き家とされるのか。その辺が全然分から

ないじゃないですか。例えば何年先に貸し出しますとか、次住む予定に

していますとか。外観はぼろぼろでもありますよね、そういう話が。ど

ういう点で調査されるのか疑問ですけどね。そういう事例が結構あると

思いますけど。 

 

井本市民生活部次長 当然、委員が言われるようにいろいろなケースがあって、

外観調査もしますが、近所の方とか自治会長とかいろいろな方から意見

を聞いて、調査を進めていくようにしています。 

 

岩本信子委員 一番空き家を知っているのは自治会長です。それぞれの自治会

の中でどことどこが空いているとか。よそから調査員が来てされるより

も。委託で調査されてもいいですけど、ある程度自治会に空き家が何軒
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ありますか、そこはどうなっていますかという調査ぐらいはできるので

はないかと思います。それが一番実質的な空家調査ですよ。自治会長も

手間が掛かりますが、それなりに手数料を出してでもそういう調査をさ

れたらどうかと、いかがですか。 

 

井本市民生活部次長 それも言われるとおりですが、自治会長にそこまで負担

を掛けるというのも無理ですし、判断基準というものもあります。それ

で先ほども申したように、自治会長とか近所の方には当然お話を聞いて

いくようになるでしょうし、今回の法改正によって税務の状況、それか

ら戸籍の情報を私どもが調べることができます。そういった情報は個人

情報になるので、皆さんにはお知らせすることができませんが、今回、

条例改正の議案を提出しているんですが、その中で市の責務、そして市

民の責務とかいろいろ上げています。そこでまた審議して市民の方にも

そういった情報の提供の協力をもらうことを明記していますので、そう

いった形で進めていきたいと考えています。 

 

岩本信子委員 結局、最終的には自治会長や近所の人に聞かなければいけない

んですよ、本当に空き家なのかどうかということも。そうなると私が言

ったことと同じことになります。委託料を出して調査するのであれば、

ある程度自治会長も負担が掛かるわけじゃないですか、来られて調査さ

れたら。近所の人も皆負担が掛かるじゃないですか。協力、協同とかい

ろいろなことを言われていますよ。この空家対策も市民が協同していく

というところの視点がいるわけですよ。だから私が言っているのは、自

治会長とかに調査を依頼していく。誰が持ち主とかではなくて、何軒ぐ

らい住んでいない所がありますとかいう調査ぐらい掛けてもいいんでは

ないかと思っていますので、空家対策を空家対策というだけで考えるの

ではなくて、市民と協同してまちづくりをしていくという視点を持って

やるべきではないかと。そういう面を是非進めていってほしいと思いま

すので、要望としておきますので、よろしくお願いします。 

 

中村博行委員 やっとこういうところに手を付けられたかなという気がしてな

らないんですが、というのが条例ができてから、その当時は廃屋という

か、景観が悪いとか、危険だとか、そういう方向でそれ以降は議会でも

再三、一般質問等で利活用の方向でシフトしたらどうかという形で質問

があったりして、市長が庁内を上げてプロジェクトを組んで、そういう

方向を検討していきますということを言われたと思います。そういった

ものが今回の事業にどのように反映されていったのかという辺りをお聞
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きしたいと思うんですが。 

 

井本市民生活部次長 委員御指摘のとおり、若手プロジェクトチームも参考に

して、そして今回、空家対策の協議会を立ち上げようと考えています。

それには専門的な知見を持った方々も入っています。そして市長は必須

です。市長が必須ということはそれによって対策の現状をよく知っても

らうことによって、スピード化と庁内の体制も図られるのではないかと

考えています。 

 

矢田松夫委員 市内の空き家率が１３.６％ということですけれど、この内訳で

すが、ただ単に空き家ではなくて、ガイドラインというか空き家の状態

というか、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、危険度の分析はされていますか。 

 

井本市民生活部次長 その辺の分析は、サンプル調査なのでできていない状態

です。 

 

下瀬俊夫委員 よく分からないので聞くんですが、民福の委員会でこれから条

例改正の審議をするわけですが、その審議に先立ってお聞きしたいこと

があります。一つは何のための条例改正なのかという点です。これまで

廃屋の処理を中心にした条例があったということで、私たちはこれによ

って廃屋の処理が進むのかなと思ったんですね。ところが実際にほとん

ど何も進んでいないんですよね。それはなぜかという問題ですよ。今回

空家対策ということで打ち出されていますが、この条例そのものが本当

に生きていくのか疑問なんです。廃屋対策そのものが全国的にもかなり

大きな問題になっているわけですね。それは費用負担の問題です。隣の

宇部市が１件撤去したけど、なかなか費用を回収できないという話があ

ります。そこら辺がかなりネックになっているわけですよね。結局作っ

たのはいいけれど、何も動かないということになるんじゃないかという

ことを懸念するわけです。何のために作るのかということを明快に答弁

お願いします。 

 

井本市民生活部次長 空家対策計画、それから協議会。これが平成２７年５月

２７日の空家特措法で明記されました。今までの条例はこれが明記され

ていません。それを今回条例で明記して、協議会の中に市長も入っても

らって、現状をよく知ってもらって、そして、これが一番大事ですが、

第一義的には所有者、管理者、これが適正な管理をしなければならない

ということになっています。その辺の啓発等もしていかなくてはいけま
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せん。この２８年度についてはセミナー等も開催してやってきたところ

です。条例改正の件については、協議会、計画の２点を条例に明文化す

るということです。今までの老朽空家対策、そして利活用も含めてとい

うことで、そして老朽化の対策、何もしていないということですが、除

却等の補助はしていませんけれど、個別にこちらで調査して、いろいろ

相続人等の関係もあり、１件にものすごく時間が掛かるケースもありま

す。それで解体されたところもありますので、その辺はやっているとい

うことは知ってもらいたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 今の次長の答弁は、結局特措法ができたということが根拠にな

っているという話ですよね。私は少し違うんじゃないかと。というのは

今から７年前に地方分権一括法が成立して、機関委任事務がなくなった

わけですよね。地方は地方で独自にいろんなことを考えてやりなさいと

いう話でしょ。だから、別に少々遅れたからといって、どうってことな

いんですよ。問題はなぜ今これを出さなければいけないのかという、き

ちんとした理屈がいると思うんです。特措法がどうのこうのという話は

根拠にならないんですよ。やはり空家対策をどう進めていくのかという

きちんとした方針、方向性が、結局さっきの次長の答弁は協議会の中で

議論してもらいますという話でしょ。全部そこに預けてしまうんですよ。

だけど条例提案するのはあなた方なので、条例提案する側が方向性がよ

く見えないというのは、決定的に違うんじゃないかと思うんですが、ど

うですか。 

 

井本市民生活部次長 それで、このたび予算とセットで思いを込めて提案した

ところです。 

 

下瀬俊夫委員 これは取りあえず生活安全課が提案したとなっていますが、生

活安全課でやっていけるんですか。 

 

井本市民生活部次長 空き家の窓口として生活安全課が対応しています。先ほ

どから申し上げているとおり協議会の中で体制等についてもいろいろ審

議されるものと考えています。 

 

岩本信子委員 先ほどから聞いていて、利活用を含めてと言われたんですけど、

この空き家を実態調査して、一体何をどうしたいのかというのが見えて

こないものですから、大事なのは治安という問題もありますよね。空き

家が多いとやはり犯罪とか、このたび殺人が空き家であったというのも
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ニュースでありましたし、そういう治安の問題とかいろいろあるんです

けど、さっきから聞いていて、この空き家を実態調査して、いろいろと

調査員が入って、それを後どうするのかというのが見えてこないんです

けれど、どうなんですか。 

 

井本市民生活部次長 実態調査をしなければ、小規模な修繕で活用できるもの、

全く朽ち果てて利用できないものなど、実態調査をしなくては分かりま

せん。協議会とか、対策計画を作る中で一番の基礎資料となるものと考

えています。 

 

岩本信子委員 結局持ち主が１年以上住んでいないけど、空き家ではありませ

んと言ったら空き家ではないんでしょ。どうなんですか。 

 

井本市民生活部次長 その点は周辺の方からの情報、自治会からの情報、そし

て税務情報、戸籍情報、いろんな情報を取って、それをデータに載せて

いないと、５年に１回の統計調査では分からないんです。 

 

笹木慶之委員 １９ページ、対象の妥当性、それから効率性、受益者負担の適

正化、コストの効率というところの評価理由が空欄ですよね。まず、こ

れはどういうことかということと、評価が妥当性は原課は５ですが、企

画は３ですよね。原課の評価と企画の評価が違ったときには、どのよう

に対応されるのかお願いします。 

 

吉村生活安全課課長補佐 空欄については、当てはまる文言が思い付きません

でしたので、空欄にしています。 

 

河口企画課長 評価の原課と企画の違いですけども、ここに書いてある５点を

どう判断するか。企画としては目的の達成が総合計画の施策に沿う事業

であるということは認めていますし、原課としてはニーズが高いという

ような表現の差は当然あります。違っていますが、最終的な総合点、今

回は３３点以上ということですので、その事業としての認識の違いは大

きくはないと考えています。 

 

笹木慶之委員 制度的に醸成されていないので、醸成されるということですが、

思い付く言葉がないからというのは不適切だと思いますがね。 

 

井本市民生活部次長 先ほどの発言に対しては申し訳ありません。第一義的な
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ものは、管理者、所有者がやるものですが、一番住民に近い市の行政が

やはり責任はありますので、その辺で原課としてはしっかりやっていき

たいと考えています。 

 

笹木慶之委員 しっかりやっていこうという意思も分かるし、大変苦労してい

ることも分かるんですが、こういうシートを出して、評価しながら前に

進めていくとなると、中身もきちんとした表現が必要じゃないかと思う

んですよね。しっかりやってもらいたいと思います。 

 

岡山明委員 協議会を５回開催されると。その最終的な着地点、最終的にどう

捉えようと市は思われていますか。 

 

井本市民生活部次長 今の段階では５回か３回としていますが、開いてみて、

スケジュールが若干変わってくるところも前倒しになるということも考

えています。 

 

岡山明委員 協議会が終了した後にどういう形で空家対策を進めていくんだと、

そういう方向性が示されるかどうかということを聞いているんですよ。

例えば条例の見直しを掛けるとか、そういうスタンスをお伺いしたいん

ですけど。 

 

井本市民生活部次長 その方向性を決めるものが協議会とそれから庁内の空き

家対策委員会で、それは計画の中で定めていきます。 

 

松尾数則副委員長 ７軒に１軒は空き家という状況の中でそういった調査も始

められて、いろいろ流れていくと思うんですけれど、その中で３０年１２

月ぐらいまでに空家対策協議会等も開いて、何らかの解決策を探す、途

中空き家バンクもやめられていますし、そういった流れの中で今後空き

家をどういう解決策を持ってやるというのが見えてこないのが事実なん

ですよ。基本的にもう少し前に進んだ何かがあるのかなと思っているん

ですが、そんなものはないんでしょうか。 

 

井本市民生活部次長 目的とするものは、管理不適切な空き家の減少、それと

活用容易な空き家の増加、これを目指しています。 

 

松尾数則副委員長 それは一般的な空き家、空き商店等も含めての考え、また

空き農家等も含めての考えですよね。 
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井本市民生活部次長 空き店舗等も工場も全て含めて考えています。 

 

下瀬俊夫委員 企画の評価と原課の評価の違いがものすごく気になっていたん

ですね。なぜかと言ったら、条例提案する前にきちんとした各課での協

議がされたのかどうか。もう一つはこの問題は移住ナビとの関連が出て

くるわけですよね。よそからどう呼び込むか。そうすると空き家に対す

るリフォーム助成の問題も出てくるわけですよ。これは既に県下でも何

件かやっていますよね。いわゆる１００万円限度によそから移住してく

れたら支給するという、そういう具体的な問題が既に県下でもいろいろ

やられているわけですよ。ところがうちで移住ナビも含めて、企画が持

っているようなところときちんとしたすり合わせなり議論がされて出て

くるのであれば、企画が３ということはまずないよね。だからそういう

点でどの程度の協議がされて、これが提案されているのか、そこら辺が

よく見えないんですよ。今後の方向性が見えないのはそのせいだろうと

思うんですね。今言われるように今後設置する協議会で何もかもみんな

お任せしますというような話だから方向性がさっぱり見えないんですよ。

これは条例を提案する上では非常にまずいと思っているんですけどね。

やっぱりこれをどう活用するかという、そういう説得力があまりないん

ですよね。特措法に基づいて提案しますよという程度の話ではまずいな

と思っているんですが、そういう事前の協議はされているんですか。 

 

井本市民生活部次長 庁内空き家対策委員会というものがあり、これは各部署

の課長以上、１５名で構成しています。その会議の中でも協議していま

すし、移住ナビについても企画等と今後更にこれを拡充して、移住ナビ

というのは住宅を求めている方にどれだけ空き家の利活用のための情報

を提供するかというものですので、その辺を充実させていきたいと考え

ています。横断的な協議はしています。 

 

中村博行委員 確認をしたいと思うんですけど、皆さんが懸念されている部分

は主体性が市にないんではないかということで、先ほどからの説明によ

ると３０年まで協議会を開いて、そこで全ての方向性を決めてというよ

うな感覚を受けるんですよね。そうじゃなくて実際はそういった意味で

その中には当然主体性を市が持ってやっていくものを中心として３０年

以降もそれを基にやっていかれるということですよね。 

 

井本市民生活部次長 協議会はあくまでも協議をするところ、先ほども言いま
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したように市長は必須です。そして各専門的な知見を持った方も含めて、

市民の方も公募で募ってやりたいと思うんですが、それを含めてやって

いくので、丸投げという形ではありません。市の行政が一番市民に近い

立場にいるものですから、それは市の責務として新しい条例の中でも明

記していますので、丸投げということではありません。 

 

矢田松夫委員 これに７００万ぐらい予算を掛けるわけよね。プロに調査を頼

む。この１３.６％、そして空き家の数が４,０６０戸、これぐらいの数

字というのは例えば固定資産税払わないとか、水道を止められるとか、

この数というのは普通出ると思うんですよね。そして新しく作られる対

策協議会の中で分類はできると思うんですが、何のために協議会を作る

のかよく分からないんです。何の話をするか。だから実際７００万ぐら

い掛けて調査をする価値があるかどうなのか。実態把握は、全部協議会

で分かるんじゃないかと思うんですけど。庁内会議、空き家対策委員会

の中でも分析できると思うんですよね。７００万から掛けてプロに頼む

ことはないんじゃないかなと思うんですが、どうなんですか。プロはプ

ロですか、やっぱり。 

 

井本市民生活部次長 この件については他市の状況とかいろいろ意見をもらい

ました。いろいろ回って、その結果、専門的な業者に委託するのが一番

いい方法じゃないかなと考えています。 

 

矢田松夫委員 何度も言うんですけど、各課の皆さん方による調査というのは

それぞれプロの方が仕事されているんですよね。ですから実態把握とい

うのはできているんですよ。例えば水道にしてもいろんなところの組織

についても分かると思うんですよね。それらをいかに実態調査の中で活

用するかというのも一つの案と思うんですが。 

 

井本市民生活部次長 それも活用させていただきます。 

 

岩本信子委員 ２２ページのスケジュールを見ますと、空家対策計画案を作成

するためにこの協議会を開くんだなということが分かる。パブコメをさ

れるということですけど、これを作るについて、所有者の責任というも

のは明記されていくんですか。 

 

井本市民生活部次長 所有者、管理者の責任というのは新条例の中でも第一義

的なものと考えて明記しています。 
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小野泰委員長 よろしいですか。それでは事業の審査を終わり、それ以外の項

目についての審査をお願いします。 

 

下瀬俊夫委員 ７３ページ、幾つかあるんですが、まず、再任用、任期付き、

いわゆる条例定数に入っている職員ですね。これについて先般本会議で

も条例上は退職一時金の支給要件に入っているんではないかという話を

しましたね。ただ、今しない規定ということで、条例上対象の職員では

あってもしていないんだという話でした。だけど条例上規定があるんだ

から当然それは支給対象ではないんですか。 

 

城戸人事課長 任期付きの退職手当については、まず地方自治法２０４条の２

で、給料とか旅費は常勤の職員には支給しなければいけませんという規

定が出ています。２号に各種手当があります。通勤手当だとか退職手当

といったものが規定されており、これについてはできる規定で、各市町

村が条例で対象範囲を定めて支給することができるとなっています。山

陽小野田市の退職手当条例には対象範囲が示してあり、臨時職員、任期

付職員は対象外になっています。 

 

下瀬俊夫委員 職員退職年金条例というのがありますよね。年金条例で退職一

時金の支給という規定があるでしょ。この条例上、退職一時金の支給が

できる職員は定数条例の職員だと、こういう規定がありますよね。条例

３条、職員の定義の中に「職員とは市長、助役、収入役、消防庁、教育

長及び小野田市職員定数条例に定める職員をいう」とあります。この中

で退職一時金の支給は半年を経過すればできるんだと。第２７条「在職

期間が６か月以上１７年未満で退職したときは退職一時金を支給する」

とあります。だから定数条例に入っている職員は基本的に退職一時金の

対象でしょ。 

 

今本総務部長 退職一時金について確認していませんので、確認してみたいと

思います。 

 

下瀬俊夫委員 私は退職手当とか退職金を出しなさいと言っているわけじゃな

いんですよ。退職一時金が支給できるじゃないかと言っているわけでね。

それから先の本会議で臨時職員については条例上はできない規定になっ

ているわけですが、十数年仕事をしている臨時職員もいるわけですよね。

それが３年経過したら３年後には新たに有給休暇もゼロから出発するみ
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たいなことになってしまう。３年おきにシャッフルをする。しかし、継

続して１０年以上勤めている職員もいるわけですから、少なくとも退職

一時金については半年経過すれば支給できる規定があるわけですよ。も

っとそこら辺は柔軟な対応が必要じゃないかという話をしたら、市長は

直ちに庁議の場で相談したいという話がありました。これはその後どう

なったか教えてください。 

 

今本総務部長 この間の市長答弁の後に部長の会議もありますし、庁議もある

んですが、まだ開かれていません。近いうちに開かれたときに皆さんの

意見を聞いてみたいというのが市長の考えのようです。 

 

下瀬俊夫委員 それは是非やっていただきたい。少なくとも人間並みの処遇改

善をやっていただきたいと思います。それから３点目は職員倫理規程の

問題です。これはこれまでの答弁で年末までにみたいな話があったんで

すが、少なくとも今年度中にみたいな話もあって、ところがなかなか先

が見えてこない。これはなぜなのかちょっと教えていただきたい。 

 

今本総務部長 職員倫理規程については１２月６日付け、市長名で庁内に全部

配布しています。 

 

下瀬俊夫委員 そうすると立派な倫理規程ができたという話ですが、その中で

当然李下に冠、職員が請負業者と飲み食いをしてはならないという規定

はきちんとあるんでしょうね。 

 

今本総務部長 利害関係者と飲食を共にすることということは禁止行為として

挙げられています。 

 

下瀬俊夫委員 私はこれまで特定の職員が業者と外国で飲み食い、日本の国内

でも飲み食いしているという実態を告発してきました。ところがなぜだ

か知らないが、この職員は金さえ払えばいいんだという対応をされてき

ました。基本的にはこれはモラルハザードだと思っています。案の定、

先週この職員が福岡で請負業者と飲み食いしています。なぜこんな問題

が起こってくるんですか。陰に隠れてこそこそと、私の調査では先週の

木曜日です。そこまで調べました。こんなことがなぜ平然と行われるん

ですか。何をしたって市長が守ってくれると思っているんじゃないです

か。本当にけしからん事態だと思っています。公然と飲み食いしている

んですよ。 
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今本総務部長 その辺が事実であれば、きちっとした対応をとっていきたいと

考えています。 

 

下瀬俊夫委員 できますか。これまで私はあなた方に資料も渡して、きちんと

した処分をすべきだと、全然処分していないでしょ。そのことが、こう

いうことを平気でやるようになっているんですよ。僕は何か難しいこと

を言っているわけではないんですよ。当たり前のことを言っているんで

すよ。職員倫理規程があるんだったら、その規定に基づいてきちんとす

べきだと私は思うんですが、できますか。 

 

今本総務部長 職員倫理規程ができたことですし、以前からもそうだと思いま

すけれど、その規定に基づいて、きちんと対応したいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員 これをきちんとしない限り、行政に対する様々な対応を考えま

すので、せっかくできた倫理規程をきちんと活用して市民から変な目で

見られないような、そういう行政をしてほしいと要望しておきます。 

 

辻村人事課主幹 先ほどの退職年金条例とは小野田市職員退職年金条例のこと

でしょうか。これは合併前、小野田市の時代、昭和３７年以前からの職

員については公的年金制度がなかった関係で、そういう方については恩

給というか、遺族年金として払っていますけれど、こういう方たちを対

象とした制度で、この制度自体は今生きているのはその方がいるからだ

けで、それ以外の部分については合併時に廃止になっています。 

 

下瀬俊夫委員 そうすると小野田市職員退職年金条例というのは、基本的には

もう廃止になっているんですか。 

 

辻村人事課主幹 対象者がいる部分以外は廃止になっています。 

 

下瀬俊夫委員 その対象者は何に基づいて支給されているんですか。 

 

辻村人事課主幹 小野田市職員退職年金条例に基づいて遺族年金を払っている

というところです。 

 

下瀬俊夫委員 問題は例規集の中に入っているわけですよね。廃止になってい

れば廃止をすればいいんだけど、これはまだ生きているわけでしょ。こ
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の規定に基づいて年金を払っているんじゃないですか。 

 

辻村人事課主幹 基本は廃止になっているんですけれども、附則で退職一時金

については該当される方がいる間はその効力を有するとうたっています。 

 

岩本信子委員 その条例を使われている方が何人いて、予算はどのくらいある

んですか。 

 

辻村人事課主幹 一人で年額７９万２,０００円払っています。 

 

矢田松夫委員 特別職給。前回の補正のときには不用額で落とされた副市長。

予算を上げている以上は、是非とも不用で落とさないようにお願いしま

す。 

 

下瀬俊夫委員 臨時雇賃金ですが、日給で４００円アップするということでい

いですか。 

 

城戸人事課長 一般事務職を中心に、それに付随する職も含めて日額４００円

増額します。 

 

下瀬俊夫委員 それは日額の賃金アップだけでしょうか。 

 

城戸人事課長 日額の賃金アップのみです。 

 

下瀬俊夫委員 ７７ページ、職員の健康診査です。これは病院の会計とも関連

するんですが、職員の健康診査、特に人間ドック等で市民病院をもっと

積極的に活用するということができないのかどうなのか。健康診査の在

り方を少しお聞きしたいと思います。 

 

城戸人事課長 職員健康診断については、法的に規定されているもので、必ず

年に１回は引き続き勤務される方については、受けてもらっていまして、

現在山陽小野田市民病院と健康診断に関する契約を結んでいるところで

すけども、人間ドックについては、居住地の病院であるとか、検査項目

等も異なっていますので、職員の判断に任せているところです。 

 

下瀬俊夫委員 市民病院がこの間患者数が減って、病院経営そのものが大変な

状況になっているわけですよ。そういう点では皆さんの判断に任せます
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というんでは、病院がおかしくなってしまいますよ。少なくとも市の職

員は、市民病院を支えていくというぐらいの意識改革が必要と思うんで

すけどね。職員が行かないような市民病院は市民行きませんよ。そうい

う点ではもっと位置付けをきちんとして、市挙げて市民病院を支えてい

くような仕組みを作ってもらいたいと思うんですが、いかがですか。 

 

城戸人事課長 委員言われるとおり、職員としても市民病院を支えていくとい

うことは当然必要であろうと考えています。そういった方向性で人事課

としても、例えば職員に健康診断を受けるときは是非市民病院を利用し

てくださいということは可能かとは思いますけども、強制してというこ

とは困難であろうかと考えています。 

 

下瀬俊夫委員 僕は強制しろなんて言ってないです。言ってないけど、どうも

姿勢からして、行政がそういうことを言うこと自体をためらうような答

弁、雰囲気があるんですよね。これはまずいんですよ。市民病院が２年

続けて赤字になっているんですよね。それをどう思いますか。これは重

大事件だというぐらいの思いがないと、職員の気持ちが向かんのですよ。

市民病院を避けようという職員の空気が感じられるから、なおさら積極

的にこれを位置付けていただきたい。市民病院で是非人間ドックをやろ

うじゃないかというぐらい、職員に訴えたらどうかと言っているんです

けど、いかがでしょうか。 

 

今本総務部長 今年の人間ドックはもう申込みが終わっているんですけども、

人間ドックの募集のときには、市民病院を是非使いましょうという呼び

掛けはしていきたいと思います。 

 

岩本信子委員 職員研修のことについてお伺いしたいんですが、委託料１３８

万５，０００円が多いか少ないかっていう金額ですが、１１３人の職員

がいて、研修というのは、いろんなところに勉強していくということは、

すごく大事なことじゃないかなと思うんですけれど、この予算の１１３

人に対して１３８万５，０００円。どう考えてこういう予算になるんで

すかね。研修というものに対しての執行部の考え方を聞きたいんですけ

れど。 

 

城戸人事課長 研修について、人事課としては特にこれを充実していきたいと

いう方向は常に持っており、予算上ここに表れていますのは、いわゆる

研修負担金ですので、例えば新規採用職員を派遣したときの負担金であ



 

31 

 

るとか、そういったものを計上していますけれども、それ以外に全体的

な研修費としては、この最近では市町村アカデミーであるとか、国際文

化アカデミー、あるいは研修専門機関への派遣職員も増員しているとこ

ろですし、特に外部からの講師を招いての研修、それ以外でも庁内で様々

な研修、かなり研修に力を入れているというところは自負していますけ

れども、職員数については総務費のところに入っている職員数ですので、

全体の職員数を示すものではないと思っています。 

 

岩本信子委員 職員自ら研修に行きたいということで自費で行かれる方も結構

いると聞くんですけれど、それなりに勉強したいという方には予算をち

ゃんと付けて、研修に行かせるということをやっているか、やってない

かを聞きたいんですが。 

 

城戸人事課長 先ほど言いましたように、研修専門機関の研修というのは、一

般研修それから特別研修、そういったことを含めてかなり多くのメニュ

ーがあります。制度的な研修から実務的な研修まで様々なメニューがあ

り、これらのメニューを職員に開示しています。こういった研修メニュ

ーがありますので、是非受けてくださいということで、それから毎年県

のセミナーパークにしても、研修運営協議会が開かれて、各市からこう

いった研修メニューを増やしてほしいとか、そういった要望をどんどん

そこに投げ掛けて、新たな研修メニューを追加してもらったり、例えば

必要なくなった研修メニューは落としていくような中で、研修メニュー

の充実は図られていますので、そのメニューの中から職員には全員研修

を受けてもらうということで、特に希望する職員を優先的に充てていま

す。そのメニューにない、個人的にもうちょっとスキルアップを図りた

いとかいうものについては、現実としては職員個人の負担で、例えば図

書を購入したりとか、そういったことはやっていますので、あくまでも

これは予算に限度がありますので、予算の範囲内でそういった研修は充

実を図っていくという方向です。 

 

岩本信子委員 予算の範囲内でということがすごく問題になると思います。も

う少し予算を取る。これでいったら研修負担金３１万４,０００円ですよ

ね。そのようなもので何人が一体行ってどうなるのかと思います。だか

ら予算を取られるときに、やはり人材育成ということが一番大事だと思

うから、その部分に力を入れて、ある程度予算を取っていくという方向

性を付けていってほしいなと思うんですが、どうですか。 
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川地総合政策部長 人事課のここに組んである予算は一般研修がほとんどです。

問題は各課が専門的に資格とかを取る分、公務としてですが、について

は各課からの予算要求が出てきますので、それに応じて市長も人材育成

に力を入れなさいということになっていますので、ほとんどその予算に

対しては財政課では付けている。ですから、各項目の旅費の中にそうい

った専門的な研修は入ってきている。この２款にある分についてはセミ

ナーパークや全国の研修といったものが主になってくると理解をいただ

きたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 ７９ページ、文書管理の在り方。公文書管理法は国だけではな

くて地方もこれに準ずる扱いをすべきだという対応をしています。私は

今の山陽小野田市の公文書の管理がこの法律に準ずる扱いがされている

のかどうなのか、あり方として。いわゆる公文書管理のシステムとして

機能しているのかどうかということをお聞きしたい。それと同時に情報

公開の審査請求が何件ぐらい年間あるのか。これについてもお答え願い

たいと思います。 

 

野村総務課法制係長 文書の取扱いについては、文書取扱規程という訓令を定

めており、それに沿って行っています。また、国の文書管理法に準じて

改正の必要等があれば見直しを行いたいと思っています。また、情報公

開の審査請求については、ここ数年行われていません。 

 

下瀬俊夫委員 国が作った公文書管理法はかなり中身としては進んでいます。

開示請求の問題も含めて、例えば文書管理を図書館業務等で管理できる

ような仕組み、あるいは開示請求も議会図書等とも関連しながら公文書

の管理をどうするかという位置付けがされているわけですが、今の市の

規程では、そこまできちんと市民に開かれたというようにはなっていな

いのではないかと思うんです。市民にとって公文書がどうあるべきかと

いう立場で管理のシステムを作るべきではないかと思いますが、いかが

ですか。 

 

岩本総務部次長 公文書については、公文書の法令ほか関係法令があり、この

たび指摘がありましたので、改めて照合し、必要な課題があれば改善に

向けて取り組みたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 ８７ページですが、婚活事業が民間になって何か成果が上がっ

たとか上がらないとかちらほら聞こえてくるんですが、具体的にはどう
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いう成果があったのか。 

 

河口企画課長 ２８年度の婚活事業については、婚活セミナーを１回、婚活イ

ベントを３回開催しました。その結果としては、人と人が出会うきっか

け作りということがありますので、第１回目のイベントにおいては相愛

カップルが２組できたり、お友達カップルが６組できたり、第２回目で

は、人数がちょっと少なかったんですが、相愛カップルが１組、それか

ら最後の３回目については相愛カップルが６組とお友達カップルが６組

という結果は出ています。一つの出会いができる場所があるということ

でこういう結果が出たと感じています。 

 

下瀬俊夫委員 よく分からなかったんですが、ゴールインしたのは２組という

ことですか。年間通じて。 

 

河口企画課長 ゴールインしたかどうかは、まだ確認していません。相愛カッ

プルとお友達カップルということです。 

 

中村博行委員 最終的に結婚されたという追跡的な調査までいかれるというこ

とですか。 

 

河田企画課課長補佐 受託業者にもこのたびのイベントに参加してカップルと

なった方に最終的に結婚に至ったら是非報告してもらうようにお願いし

ていますので、統計に活用したいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 ８３ページ、サンサンきららに放送業務の委託料４６１万円出

していますよね。費用対効果はどう見ていますか。 

 

岩本総務部次長 この放送業務委託料については、ＦＭサンサンきらら、ＦＭ

山陽小野田に対して委託料としてお支払いしているもので、内容として

は週に平日の４回と臨時分も含め、シティインフォメーションの放送、

また、週１回のＦＭ市政番組の放送、それと月２回の臨時番組の放送と

いうことの放送料の委託です。なかなかこういったツールを使って市政

情報を発信する機会は少ないと思いますので、こういった形でＦＭラジ

オを通して市政情報を発信できているという現状は非常に効果があると

見ています。 

 

下瀬俊夫委員 費用対効果の問題はきちんと調査をする必要があると思います。
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いわゆるどの程度の人が聞いているのかという問題ですよね。結局聞か

なければ意味がないわけでしょ。どれぐらい聞いていますか。調査する

必要があるんではないですか。 

 

岩本総務部次長 視聴者数は把握していません。 

 

下瀬俊夫委員 ４６１万円出しているんだから、当然調査すべきではないです

か。結局サンサンきららから要請されて出しているんだろうと思うんで

すが、必要だから出すということなのかどうなのか。いわゆる放送業務

を維持するために行政が出しているということになってしまっているの

かなと思うんですが、そういう点でせっかくこの放送を通じて行政のＰ

Ｒをしてもらうわけですから、どの程度の人が聞いているのかは調べる

責任があると思っています。それからもう一つは、これまで有線放送が

特に山陽地区では市民の皆さんが楽しみにする内容の放送をかなり企画

してやっていました。そこら辺があまりなくて、市民からすれば行政Ｐ

Ｒ、行政情報というのはあまり聞きたくないわけですよね。そういう点

でもっと私は市民に聞いてもらうための工夫が要るんではないかと思う

んですが、それはここでそういうことを言ってもなかなか難しいので、

少なくとも費用対効果、いわゆる４６１万円に見合う、市民にきちんと

伝わる仕組みになっているかどうかを調べる必要があるのではないかと

いう点についてはどう考えていますか。 

 

岩本総務部次長 こういったコミュニティ放送については、先の東日本大震災

においても、防災上において非常に重要な役割を果たしたということで

見直しも行われているところです。そういったことも含めますと確かに

どれだけの市民が聞かれているかというところは、不安は実際あります

けども、それはそれとして行政として、この今あるツールを最大限生か

す方向で考えていきたいと考えているところです。 

 

河野朋子委員 これに対しての事業評価シートを作っていると思うんですけど、

その辺の数値、目標数値とか達成度とかその辺りがどうなのかを明らか

にしてもらえばその辺も分かると思いますが、どうですか。 

 

岩本総務部次長 評価自体は行っていますので、提出します。 

 

笹木慶之委員 ７７ページ、ストレスチェック委託料ですが、以前に一般質問

をしてこのことを聞きましたが、どのような内容を計画しているかお尋
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ねします。 

 

城戸人事課長 ストレスチェックについては、毎年１回必ず実施しなければな

らないということで委託しているわけですけども、業者が職員個人個人

に、項目が記載されたシートをお配りして、それを直接回収し、最終的

にはチェックした項目を職員、個人宛てに再度返すという中で、高スト

レス者と判定された方については、希望によって産業医の相談を受ける

とか、そういった体制になっていますけども、人事課の職員がチェック

自体に関わることが法的にできませんので、基本的には産業医等を中心

に実施しているというところです。 

 

笹木慶之委員 そのとおりですが、聞きたいのは、キラーストレスの問題。御

存じですか。その辺りまで対応されているのか。 

 

辻村人事課主幹 このストレスチェックは、業務量の負荷のストレスと職場環

境、対人を含めてのストレス、この二つを計るもので、ストレスが高い

か低いかという中で、高い方には面談をしてもらうという、これがスト

レスチェックの中身です。 

 

笹木慶之委員 チェックだけしてもどうしようもないじゃないですか。その次

の段階、今一番言われているのはキラーストレスというのがあって、非

常に対応が重要だということを言われているわけですよね。だから、そ

の辺りまできちんと対応できる仕組みを作られたほうがいいんじゃない

かな。これは委託料ですから、チェックをしたということだけかもしれ

ませんけど、延長線上にやっぱりそういったことを含めて対応すること

が好ましいと思いますが、これは要望として言っておきます。 

 

下瀬俊夫委員 ８７ページ、移住ナビが、実はこの間ほとんど触られていない

ですよね。今、せっかくあの動画を作って、動画の評判がいい、いいっ

て言われているんですが、動画が移住ナビでアップされて、でんと座っ

ているんですが、それ以外のことがほとんど動いていない。山陽小野田

市に積極的に来てくださいという発信が余りないと受け止めるんですが、

ちょっとそこら辺はいかがなものかなと思うんですが。忙しいから手が

回らないのか、そこら辺がよく分からないので教えてください。 

 

河田企画課課長補佐 移住ナビですけども、平成２７年度に総務省が枠組みを

用意して、その中に情報を各市町村で掲載していくという仕組みです。
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開設当初に市の紹介ですとか、魅力、そういったものを掲載すると同時

に移住を考える方のために住まいとか、仕事の情報、こういったものも

掲載ができるようになっています。住まいの情報については市内の宅地

建物取引業者に掲載をお願いしていましたが、最近、物件の件数が低調

になっています。こちらのほうも改めて各業者に再度の依頼をしていき

たいと考えています。その他の紹介の内容ですが、こちらも当初から変

更があったものだけ改正しているところで、全面的な改正には至ってい

ませんので、この課題として今後、魅力情報発信という観点から適宜、

更新をしていきたいと考えています。ただ、広域で山陽小野田市に注目

を集めることができるようなイベント等については、お知らせ情報とい

う形で随時掲載をしていますので、こちらの取組を進めていきたいと考

えています。 

 

下瀬俊夫委員 今のお知らせは結局ホームページ上の話ですよね。問題は移住

ナビというのは、全国に発信して、皆さんそこに関心があって全国の情

報を見ているわけですよね。そういう点では、インターネットのホーム

ページをわざわざ見に来る人がどうなのかという問題もあるんですが、

やっぱり移住ナビは移住ナビの独特の役割というのがあると思うので、

これがほとんど動かないというのはいかがなものかなと思っているんで

すが、いかがでしょうか。 

 

河田企画課課長補佐 御指摘のとおり、内容の更新が遅れているという現状が

ありますので、魅力を知ってもらうためのツールの一つですので、この

見直しも適宜図っていきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員 せっかく動画ができて、それなりに評判になった。よく分から

ないんですが、居眠りをするまちという印象が寝太郎民話で全国に発信

されたわけですが、私はやはりもっと魅力のあるまちのイメージを発信

できるような、もっと積極的な姿勢が要ると思っているので、この役割

とか位置付けは決して軽視できないと思っているんですよね。そこら辺

で是非面白い、みんなが興味を引くような情報の発信に取り組んでもら

いたいと思います。要望です。 

 

小野泰委員長 要望ですね。審査番号３についてはよろしいですか。それでは

審査番号３を終わります。ここで５分間休憩します。 
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午前１１時３５分休憩 

 

午前１１時４３分再開 

 

小野泰委員長 それでは休憩前に引き続いて委員会を再開します。審査番号４

番、審査事業の追加１と２から行いたいと思いますので、質問がありま

したら。まず追加１から行いましょう。 

 

下瀬俊夫委員 パートナーシップで、確かにいろんな施設を選手が訪問してい

るというのはあるんですが、わがまちに練習場があって、まち全体でレ

ノファを応援しましょうという雰囲気があまり感じられないのはなぜで

しょうか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長 感じられないということですけども、反省する

点が多くあるだろうと思っています。課題としては、まだＰＲが足りな

いということもあるのかもしれません。パートナー事業をまだこれから

も積極的に、効果的に展開して、今やっているのは、パートナーシップ

事業そのものではないんですが、レノファのホームゲームのときにブー

スが出せる機会には積極的にブースを出して、クラブハウスが山陽小野

田にあるということをお知らせしたり、そうした中で練習をたくさん見

に来てもらって、交流人口も拡大していく。そういったことで機運を醸

成していきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 段階があるんだろうと思うんですよね。今回６０万円ですから、

予算そのものが。そんなに大きい予算じゃないので、やることそのもの

が限られているわけですよね。ただ今の話は応援団にいろいろ来てもら

おうとか、応援団と交流しましょうとかいう話でしょ。私が言っている

のは、まち全体でレノファを応援していますという雰囲気が感じられな

いわけですよ。例えば山口に行けば道場門前の商店街にずっと旗が下げ

られて、それだけでも雰囲気が伝わってくるわけですよ、応援している

という。そういうのがまちの中に何もないですよね。僕はあれがどの程

度予算が掛かるか分からないけど、例えば企業にはもっと積極的にレノ

ファ応援しますという企業もたくさんあるわけで、そういうところから

寄附を募って、ああいう旗とか一定の雰囲気が出るようなものを街頭な

んかに下げていくという、これは一つの方法だと思うんですよ。そうい

う何か派手なことをもっとやらないとあまりぴんと来ない、そう思うん

ですけどね。 
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舩林文化・スポーツ政策室長 言われることは非常によく分かります。確かに

山口市には非常に派手な宣伝があることは知っています。予算を伴うこ

とですので、市の予算でどこまでできるのか、それから応援してもらっ

ている企業を巻き込んでどういった形でできるのかを今後十分に検討し

ていきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員 その発想がやっぱりまずいと思っているんですよ。指摘されて

「分かりました、では何とか」という話では駄目だと。こういうのはも

っと大胆な派手な発想がないと市民全体にアピールしようということに

なるとちょっと担当の課としていかがなものかと思うんだけどね。さっ

き言ったように予算がなかったら予算作ればいいわけ。そういう企業が

たくさんあるわけでしょ。レノファのためには金を出しましょうという

企業もあるわけでしょ。市民だってそうですよ。例えばここの交流セン

ター、あれにあまり参加がないということがものすごく気になっている。

市民に支えられないと絶対に強くならないし、うまくなりません。その

ためにやっぱりレノファのために何とかしましょうという市民が積極的

に知恵と金も出して支援する方法を考えるという点でもっとそこに頼っ

ていくということも、行政としては必要じゃないかなと思うんですけど

ね。今市が組む予算のことだけ、これから一歩も出られないんだったら、

こういうのはあまり考えられないというように思うんですけどね。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長 本市がレノファの練習拠点になっていますので、

もっともっとＰＲしなければならないという御指摘、そのとおりだと思

っています。今までもレノファののぼりであるとか、試合のポスターで

あるとかいろいろ市民の皆さん、あるいは事業所等でＰＲもしてもらっ

ているところです。ただもっともっとということですので、その辺りも

十分考えていかなければならないと思っています。山陽小野田市がスポ

ーツ交流施設のクラブハウスを造ってきましたので、練習拠点であるこ

との強み、それを生かしていかなければならないと思っているところで

す。例えば特別見学会、練習を見てその後サイン会等交流をするとかい

うこともしていますし、これはよそではやってないと聞いています。や

っぱりこの辺は練習拠点があるがゆえにと思っています。それと今後の

展開としてはできれば練習試合なんかを山陽小野田市の県立サッカー場

でできないかと思っているところです。もっともっと強みを生かした展

開と下瀬委員が言われたようにまち全体で盛り上げていくということも

十分考えていきたいと思います。 
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下瀬俊夫委員 言われたからどうのこうのという話では、あまり言いたくなく

なるんですが、例えば新幹線の厚狭駅があって、小野田駅があって、そ

ういう駅の関係でも幾つもあるわけですよね。新幹線厚狭駅前だって何

にもないわけですよ。ちょっとしたことだろうけど、何が必要なのかと

いうところから出発しないと、言われたから何とか頑張りますみたいな

話では駄目だということです。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長 特に市全体で盛り上げていくということになれ

ば、どちらかというと市主導というものもありますけど、民間主導でや

っていかなければならないと思っています。民間と連携して、もっとも

っと盛り上がるように展開して、できるだけ頑張っていきたいと思いま

す。 

 

岩本信子委員 やはり民間に委託する。スポーツ教室事業になっているじゃな

いですか。そうではなくて、例えばレノファＰＲ委託事業、それはあっ

てもいいと思うんですよ。予算を付けて委託してＰＲ事業という形を取

られたら一番発展するんじゃないかと思うんですよ。レノファファンの

方もたくさんいるし、そういう人たちが集まったクラブで宣伝してもら

う。いろんなことを考えてもらう。それはやはり市が予算を付けないと

できないことですよね。いかがですか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長 資料で４ページ、パートナーシップ事業の資料

を提出しています。先ほどお話したようにパートナーシップ事業として

練習拠点である本市を生かした取組も今進めているところです。例えば

レノファの特別見学会、これは他市ではやっていないと聞いていますし、

１１月には理科大でレノファの最終戦のパブリックビューイング、大型

スクリーンで観戦ということでこのときにもレノファのほうが来て、レ

ノファのＰＲ、グッズ販売等もしていますし、それから今年になって１

月には本市の観光農園でレノファのブース出展もしていますし、直近で

は日曜日に小野田青年会議所でレノファとの交流、サッカーの交流もや

っています。このパートナーシップ事業の予算を有効に活用しながら来

年度も展開して、もっともっとＰＲして、市民挙げて、事業所挙げてで

きるように今後とも展開を頑張っていきたいと思います。 

 

河野朋子委員 事務事業評価シートの記入ですが、すごく空欄が多くて、結局

これを見たときに何でこの事業をやっていくのかとか、どういった問題
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があるのかというところがほとんど書かれてないのがすごく気になった

んですけど、この事業に限ったことではなくて、その辺りもう少し記入

に対して、事業に対する意気込みがいろいろ出てくるのかなとも見られ

ますので、もう少し事業の必要性を担当課がどう考えているのかとか、

どうしていきたいのかというのがこの調書とか評価シートに表れるよう

に、これは記入する担当課の姿勢だと思うんですけど、それを今回感じ

ましたので、最初に言わせていただきます。企画課としてはその辺り、

出されたときにそういうチェックをされているのかどうか。 

 

河口企画課長 記入できていないところもありますので、今後各課に協議しな

がら埋めていくような形を取っていきたいと思っています。 

 

中村博行委員 レノファに結局クラブハウスを含めて相当な費用を掛けている

わけですよね。そうしながらも他のスポーツがありますよね。そういう

ところに対する配慮みたいなものを少し感じるんです。例えばレノファ

推進室とか、スポーツ全般とレノファ専門、そういう方向性、組織替え

という考えはありませんか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長 レノファ推進室というのはありませんし、２９

年度すぐには無理と思っています。ただ、すみ分けとして考えているの

は、スポーツ関係はスポーツ推進課と文化・スポーツ政策室の二つがあ

ります。どちらかといえばスポーツ推進課はスポーツ全体で、別にサッ

カーだけとかいうことはありません。文化・スポーツ政策室は、どちら

かというとレノファを活用した、あるいは連携した支援ということで、

二つの課ですみ分けを現時点ではしているところです。レノファ推進室

のようなことは人事のこともありますので、今ここでは難しいかなと思

っています。 

 

中村博行委員 要望ですけど、そういう方向性も是非考えられたらいかがかと

思います。 

 

小野泰委員長 続いて２番について行います。 

 

下瀬俊夫委員 自治体関与の妥当性が企画の場合は３になっているよね。それ

と個別計画との関係で推進計画に位置付けられているが３になっていま

すよね。これなぜこういう低い評価になっているんですか、前回に比べ

て。 
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杉山企画課主査 自治体関与の妥当性については、このたび評価として市が設

置した施設における補修、更新に類似するものとして、３と判断してい

ます。それから個別計画、政策との整合性ですけれども、スポーツによ

るまちづくり推進計画に位置付けとありますが、スポーツ交流施設その

ものの運営について位置付けられているわけではないと判断して３とし

ています。 

 

下瀬俊夫委員 結局妥当性のところで、一体感の醸成とかまちづくりに大きく

寄与する市の施設であるというところが、評価が低くなっているのは、

それはこういうものではないと市としては考えているわけですか。 

 

杉山企画課主査 自治体関与の妥当性という評価項目は、あくまでも評価する

ことへの法的な義務付け等、必ずしなければいけないという度合いを計

る評価項目として設定していますので、３としています。ですので、こ

こに書いてある評価理由として本市のまちづくりに大きく寄与する度合

いが低いかどうかということではなく、別の評価の項目と考えていると

いうことです。 

 

下瀬俊夫委員 それが気になっているわけですよ。何で原課とこんなに違いが

あるのかということですよね。勘違いしているんですか、原課が。 

 

杉山企画課企画係長 今日お配りした評価表に基づいて企画課として判断して

いるところですので、原課の評価と企画課の評価が分かれていることに

ついては先ほども指摘がありましたけれども、それを見て原課と協議を

する中で、評価の仕方を今後も統一していく方向で協議を重ねていきた

いと考えています。 

 

岩本信子委員 財源のところで、３９８万３,０００円のうち２２万円が光熱水

費の負担金と残りが建設費の賃貸料でいいんでしょうか。 

 

川﨑スポーツ振興課長 この前の補正のときの続きになります。建設費のレノ

ファからの負担を５割ということがありましたが、これについては３９８

万３,０００円の特定財源がありますが、計算しますと実際には、年間

１９０万円になります。それで建物自体が耐用年数３０年となりますが、

この約１９０万円を２７年間レノファから貸付料として支払ってもらう

と、建設費の市持ち出し分の約５割になると考えています。それから光
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熱水費、これは維持管理費になりますが、その負担金としては、月に電

気、ガス、水道、２２万円ぐらい掛かるかなという試算をしています。

その半分をレノファからもらおうと思っていますが、月１１万円です。

レノファがオフに入りますが、１２月に一月オフがあるとして、その１１

万円を１１か月もらうとして１２１万円が特定財源の中に入りますので、

実際に試算していますのが、１９０万円と１２１万円が特定財源になる

のかなということで、一般財源についてはプラスの８８万２,０００円が

一般財源になるのかなと思っています。 

 

岩本信子委員 それでこういう費用負担ということで出されたわけですが、こ

の契約とかはレノファとはされるんですか。 

 

川﨑スポーツ振興課長 レノファとは貸付契約で最終的な調整に入っています。

光熱水費については覚書で半分ほどもらうということで調整に入ってい

ます。 

 

小野泰委員長 ほかにありませんか。ないようでしたら午前中の会議をこれで

終わります。午後１時から再開しますので、よろしくお願いします。 

 

午後０時８分休憩 

 

 

午後０時５９再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。審査番号４

番の総務費、１項１０目から２９目まで、８８から１１１ページ、質疑

のある方、挙手お願いします。 

 

矢田松夫委員  ７３ページの報酬のところで、芸術顧問が３００万円となって

いますが、３００万円の算出方法はどうなっているのか。それから、業

務内容については、これまでの議事録を見ると、ほとんど文化会館に対

する業務が中心になっていますが、ただそれだけでいいのか、含めてお

答え願えますか。 

 

西田文化振興課長  算出根拠ということですが、２５万円の１２か月というこ

とです。どういう業務をしているかということを説明したいと思います

が、まず芸術顧問においては、文化会館で行っている主催文化事業のメ
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ニューの提案、そして専門的な見地からの文化振興施策への提言と山口

県交響楽団など文化関係団体との連絡調整、いろいろ交響楽団の方とも

親交がおありのようですので、その方との連絡調整をやってもらってい

ます。それと全体的にどうなのかということですが、文化によるまちづ

くりの推進委員会というものがあり、その委員にもなっておられ、全体

的な文化振興に関する提言もしているというようなことです。 

 

矢田松夫委員  ３００万円を使う内容については、ほとんど文化会館専属の仕

事ととったんですけれど、例えば文化会館の運営委員会とか、文化によ

るまちづくりの委員会の出席も、それぞれ１回ぐらいしか出ていないん

ですが、なぜ成長戦略室に移したのか、全く意味が分からないんです。

文化会館専属の芸術顧問であれば、そちらのほうに部屋もあるし、椅子

も机もそこへ置いて、本来の文化会館専属のスカウト料で払えばいいも

のをなぜ成長戦略室に置いたのか、その辺の報酬と仕事の中身が非常に

アンバランスであるということだけ申し上げたいんですが、どうですか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  芸術顧問の田村先生の分ですけど、条例で報酬

は決まっていたと思います。それと確かに文化会館のほうで主な指導を

してもらっているんですけど、市全体の文化事業、例えば市制１０周年、

あのときにもＮＨＫののど自慢であるとか、なんでも鑑定団であるとか、

それらの招致をしてもらった。それから、２９年度もＮＨＫの文化の関

係も、招致を進めているところです。田村先生におかれては、テレビ局

等とのパイプがあるとか、あるいは文化人、音楽関係者等とのパイプが

あって、いろいろ指導をいただきながら、本市の文化によるまちづくり

を推進しているところです。 

 

矢田松夫委員  であれば例えば金額が妥当なのか。先ほどからの回答を聞いて

いると、文化会館にいろんな催し物を招致するスカウト料にしか見えて

こないんですが、文化を市全体として高揚していく一つの役割を持って

いるといいながら、それだけの報酬をもらって、どんな仕事があるかと

いえば、文化会館に催し物を持ってくるだけとしか聞こえないんです。

それが本当に妥当な報酬なのかどうなのか。もう一回、よく検討してく

ださい。 

 

西田文化振興課長  出勤は週２日か３日、平均するとそうなんですが、出勤さ

れないときにも、東京とかいろいろなところに出張した際に音楽関係者

とか、芸術関係者とお会いになって、誘致活動をしていると認識してい
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ます。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  もう一つ、矢田委員が言われた、文化会館に特

化していると。確かに特化しているということもありますけど、文化会

館が芸術文化の中心的なところ、そういう面でいろいろな大きなイベン

ト行事に関しては、文化会館でする行事は確かに多い。それとあと一点、

地域の方の音楽関係者などにも、いろいろアドバイスもされています。 

 

下瀬俊夫委員  ９３ページ、防災です。この防災の一つの大きな目標というか、

南海沖、東南海沖、これを想定して、防災体制を強化というようになっ

ているんじゃないかなと思っているんですが、それがどうなのか。もう

一つは、当然自治体間の連携問題が当然出てくると思うんですが、それ

はどのように考えているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

岩本総務部次長 本市の防災計画においては、想定としては南海トラフの巨大

地震、それと周防灘や福岡の東方沖の地震も踏まえた中で計画を策定し

ているところです。それと指摘のありました他の自治体との連携ですが、

現在も県内の防災担当課で協議していますが、それぞれ連携を図るよう

努力しているところです。県においても、昨日、新たに県内の受援計画

を策定したということがあります。それについては、県内全体で全国か

らのボランティアなり救援物資なりを集約して、効率よく配布していこ

うという体制の取組を始めたところです。こういった面においても、各

自治体が協議しながら、相互に協力体制を作っていくということを考え

ているところです。 

 

下瀬俊夫委員  県内の自治体間の連携の問題です。これについてお聞きしたい

んですが、先ほど言われたように南海沖トラフが一つの防災の基本であ

るということであれば、実は南海トラフの場合は、基本的にかなり広範

囲な自治体が巻き込まれてしまう。だから、相互支援がまずできなくな

るんじゃないかと言われているんです。そうすると影響の少ないところ

はかなりいろんなところから支援の要請が来るということで、多分に南

海トラフを想定されると自力で頑張らないといけなくなる可能性もある

んじゃないかなと思っているんですが、そこら辺はどのような議論がさ

れているのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

岩本総務部次長 防災体制は、自分の市は自分の手で守るということで、それ

を基本にして整備に努めるわけですが、そうはいっても非常に広域の災
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害、あるいは単市ではとても抱え切れないような地震も現実として想定

されているところですので、南海トラフの津波だと大島からずっと周防

灘沿岸域が全て甚大な被害を被る可能性があります。そういう場合に備

えて、県でも計画を考えていますけども、県内での枠組みも当然ありま

すし、熊本地震においても、山口県と九州を含めた枠組みの中での動き

もありました。それと専門職、土木関係、あるいは保健師の関係とか、

全国的な枠組みの中で動くシステムもありますので、その中でそれぞれ

うまく生かして、本市の万が一のときでも万全を期していきたいと考え

ているところです。 

 

岩本信子委員  それに関連して、防災費ですけれど、地域の消防団があります

よね、高泊の事例ですけれど、消防団の人たちが防災の意識でイベント

を去年されているんです。地域の消防団の人が一番地域のことが分かっ

ているんだから、防災の中で地域消防団を活用するということの考え方

はどうなのかなと思ったんです。消防じゃなくて防災という意味での消

防団の活動、それを地域との連携を図る活動にしていくとか、そういう

面は考えられることはありませんか。 

 

大下総務課危機管理室長  昨年７月の中旬だったと思います。高泊地区で消防

団が防災フェスタという画期的なものをされたんですけども、地域の消

防団が何もされてないということはありません。１１のセーフティーネ

ットワークで行われている防災訓練でも、その地区の消防団が来られて、

訓練の指導に当たっています。近年、特に夜中に急に降り出す豪雨に非

常に悩まされています。そういった内水氾濫が起きたときに消防団の

方々にも協力してもらわないと、なかなか市だけでは完全な防災体制は

とれないものですから、そういったことも今から消防課なり消防団と協

議をしていこうと思っています。 

 

岩本信子委員  とても大事なことだと思います。それで、やはり防災という観

点から見ると、消防団員も研修とか、そういうことをしていかなくては

いけないんじゃないかと思うんです。消防団の中で訓練はされているん

でしょうけど、全体の連携と、それから消防団員のそれぞれの意識の訓

練、研修みたいなものは市のほうで予算を付けてしないとできないんじ

ゃないかと思うんですけど、その点はどうでしょうか。 

 

大下総務課危機管理室長  消防団は、それぞれ仕事を持った中での活動ですけ

ども、土日とかを利用しながら訓練、あるいは防災の関係の勉強もされ
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ていることと思っています。ただ具体的にそれに対して市がどう支援し

ていくかは、今答えることができません。 

 

岩本信子委員  地域を守るという点では大事ではないかと思いますので、協調

してほしいと思います。それで、９５ページですけれど、自主防災組織

補助金というのがあります。この補助金で何件今あって、そして成果報

告とかいうのはされているのかどうか。 

 

大下総務課危機管理室長  今現在、２８年度の途中ですけど、３８の自主防災

組織から申請若しくは交付済みということです。補助金の流れとしては、

まず申請をしてもらうんですが、「何月何日にこういった訓練をします。

ついては訓練に要する経費、こういった資機材等を購入する予定にして

います」という申請を出してもらい、審査した後、自主防災組織宛てに

補助金の交付決定通知書を送り、それを受けて訓練を実施された後に実

績報告書並びに請求書を出してもらって、各自主防災組織に支払うとい

う形をとっています。 

 

岩本信子委員  １１４万円の予算ですが、これは新規の自主防災組織に対する

予算ですか。 

 

大下総務課危機管理室長  規則で決まっており、初めてこの補助金を申請する

ところについては、２万円の固定プラス世帯数という形で、２年目以降

は１万円、半分になり、１万円プラス世帯数という形で補助金を交付し

ています。 

 

岩本信子委員  それと地区防災会補助金というのがありますけれど、これはど

ちらに出されているんですか。 

 

大下総務課危機管理室長  これは１１地区あるセーフティーネットワークで行

われます防災訓練をされた補助金です。 

 

岩本信子委員  これは各地域のセーフティーネットワークに出されているんで

すか。どこかまとめて出されているということはないですね。そして、

きちんと事業報告をもらっているんですか。 

 

大下総務課危機管理室長  １１地区の各セーフティーネットワークに規約があ

りますが、それももらって、防災訓練を行った後に補助金を差し上げて
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いるところです。 

 

下瀬俊夫委員  ９７ページ、男女共同参画審議会委員の構成比を教えてくださ

い。それと各審議会の中で女性の比率が全体で何％なのか。 

 

石田市民生活課長  市の男女共同参画審議会の委員の構成ですが、委員は１２

名います。そのうち女性が７名で、女性の割合は５８.３％になっていま

す。それ以外は今資料を持ち合わせていません。 

 

下瀬俊夫委員  宇部では女性の比率を半分にするということで、既に実績とし

ては出ていますよね。うちはかなり低かったと思います。そこら辺で特

に女性の比率を高めるために、具体的な目標数値の設定が必要じゃない

かと思っているんですが、具体的に何かあるんでしょうか。 

 

石田市民生活課長  女性の割合ですが、最終的には５０％ということで設定を

しています。 

 

下瀬俊夫委員  ５０％の目標は未来永劫頑張りますという話ではなく、具体的

に設定時期はいつ頃まで考えているでんしょうか。 

 

石田市民生活課長  今５０％と言いましたが、一足飛びに５０％というのはな

かなか難しいかと思います。今、男女共同参画を推進していく上で、女

性の委員を増やしてもらうということで進めていますが、最終的には５０

％という目標を掲げていますが、３０％、３５％、４０％という形で少

しずつ増やしていきたいなと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  宇部市が女性市長になったということで、多分かなりハッパが

かかったんだろうと思うんですが、これはそんなに難しくないはずなん

です、委嘱するわけですから。委嘱するのは行政がやるわけで、問題は

一気に５割をやろうと思えばできるわけです。なかなかできないと思っ

てたら、多分何十年掛かってもできないと思います。一気に変えるとい

うことのほうが正しいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

石田市民生活課長  確かに５０％ということに重点を置けば、５０％にできな

いことはないのかもしれません。ただ、男女共同参画を推進していく立

場から言いますと、無理やりに女性を増やせばいいというものではない

と思いますので、その辺の意識の醸成等からまず進めていければと     
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考えています。 

 

河野朋子委員  関連しますけど、今の意識を変えるということ、すごく大事と

思うんですけど、本市では女性の日というような独特の事業を市独自で

されていますよね。これ何年目になりますか。 

 

石田市民生活課長  これは、市長の公約の中にあったもので、平成２２年から

行っています。 

 

河野朋子委員  ということで、かなり長くこの事業を続けているんですけど、

当初これに対して女性の議員からもいろいろ意見が出て、裏方に徹して

いる女性に感謝する日みたいな、もう意識が全然違う、そういったこと

を掲げながらこの事業をずっとしてこられて、結局この事業によって何

がどう変わったのかという評価です。この年度も当然このように事業を

すると上げてありますが、これに対しての評価をどのように行っている

のか、それについてお聞きします。 

 

石田市民生活課長  評価ですけれど、まず、河野議員が言われたように、女性

の日の当初の出発は、いつも縁の下の力持ちである女性にスポットを当

ててということで恐らく始まったと思います。今年度、男女共同参画の

事業と女性の日の講演会として、男女双方の視点で災害に強い地域づく

りをということで、防災にも少し視点を変えてこのたび講演を行いまし

た。この女性の日の考え方ですが、まず、市民生活課、男女共同参画を

担当する課としては、男女共同参画を推進するという観点からも、この

女性の日を行っていきたいと考えています。 

 

河野朋子委員  そうなりますと、当初の事業そのものの目的とか趣旨とかとい

うところが、今少し変わってきていると思うんです。私はそうあるべき

だと思うんですけど、これも市長の公約ですので、今後どういう形にな

るか分かりませんけど、そういった意識とか啓発というところで、この

事業自体見直しの時期に来ているのかなということも意見として言わせ

ていただきます。 

 

岩本信子委員  ９９ページ、社会活動推進費について聞きたいと思いますが、

まず、外灯設置の補助金ですけど、全体の外灯の中で何％ＬＥＤ化され

ているかをまずお聞きします。 
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吉村生活安全課課長補佐  平成２９年３月１４日現在、５,７１７灯のうち

２,５８２灯がＬＥＤ化、４５％がＬＥＤ化になっています。 

 

岩本信子委員  今年度の予算は、何灯を予定されているんですか。 

 

吉村生活安全課課長補佐  おおよそ６００灯を考えています。 

 

岩本信子委員  自治会館の建設補助金が少なくなったという説明を聞いたんで

すが、今見ますと１９０万円ということになっていますが、待ちという

ところはないんですか。全て解消されているという考えでよろしいんで

すか。 

 

石田市民生活課長  自治会館の建設補助金については、今年度４自治会ほど予

算計上しています。実際、今、自治会館の建設補助金の申請が出ている

ところが８自治会あり、来年度４自治会ほど予算を付けていますので、

残りが４自治会ということになります。 

 

下瀬俊夫委員  さっきの審議会のことで、気になったのでお聞かせ願いたいん

ですが、女性の意識が後れているから比率が低いんですか。女性の意識

の向上を図るために、時間が掛かるんだと言われましたよね。それは基

本的におかしいと思います。 

 

石田市民生活課長  先ほど申し上げたのは、一つの要因ということで述べまし

た。女性の比率が低い理由としては、いろいろ考えられると思います。

例えば、そういった場面に手を挙げて参加することに対する意識等もそ

うでしょうし、そういった場に出られる環境かどうかというのもあるで

しょうし、いろいろ複合的な理由でなかなか女性の委員の構成比率が上

がらないということで、今は考えています。男女共同参画を推進してい

く担当課としては、その辺の複合的な理由を一つ一つ解決、少なくして

いく中で構成割合が増えることを望んでいます。 

 

下瀬俊夫委員  基本的に私は意識の問題ではないと思っています。問題は、行

政が５割を目指すと言うのであれば、意図的に５割にするための努力を

どうするかと、これ以外にないんです。全体の状況を変えていこうと思

ったら、それが十分とか不十分とか言っていたら絶対できないんです。

９９ページ、自治会事務費補助金です。これまで自治会事務費補助金に

ついて、当然のごとく補助金を出している団体から、予算決算書の提出
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をお願いするという、これは補助金行政の基本ですよね。そこら辺がな

かなかうまくいっていなかったというのがこれまでの経過ですが、この

自治会事務費補助金について、当然各自治会に出すわけですから、各自

治会で総会を開いて、予算や決算を審査をされているところについては、

そのような資料の提出をお願いするというのは、当然だと思っているん

ですが、また、どっかからクレームが付いたみたいな話もあって、これ

は行政としてきちんとする必要があるんじゃないかと思っているわけで

すが、これについてどう対応されているのかお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 

石田市民生活課長  自治会事務費補助金については、市の補助金交付規則や交

付要綱に基づいて事務を進めています。３月に入り、もう年度末ですの

で、これから自治会ごとに総会が開かれることと思います。各自治会の

決算終了後、決算書と収支の分かる報告書を提出してもらうように、現

在各自治会長宛てにお願いをする予定にしています。この要綱ですが、

平成２７年４月に改正して、収支報告書の提出を義務付けています。そ

れに基づいて、平成２７年度自治会事務費に関しては、昨年度、委員会

の中で資料を提出したと思うんですが、収支報告書という形で、自治会

から出してもらっています。それをどう改善していくかを現在様式等も

含めて検討しています。 

 

下瀬俊夫委員  いずれにしても、担当から公文書を各自治会長宛てに送ってお

願いをするということになると思うんですが、もしその文書があれば、

後から提出をお願いしたいと思います。それから、もう一点、各自治会

長宛てに自治会の加入、いわゆる住所変更とか子供が産まれた、そうい

う転入転出の関係で文書が届きます。これは、取扱注意という文書にな

っていると思います。ところが、自治会長は毎年代わっていくわけです。

どの程度、守秘義務が課せられるのか。取扱注意とはあるんですが、そ

ういう個人情報を自治会長に送ることに何か意味があるのかなと思って

いるんですが、そこら辺についての改善策について、実は自治会長もか

なり疑問に思っているわけです。自分のところになぜこんな文書が市か

ら回ってくるんだろうかということで、歴代の自治会長に来たやつが全

部まとめられて、なかなか処分もできないという状況にあって、どうし

たらいいんだろうかって相談を受けたんです。そういう点で、自治会長

宛ての連絡文書の取扱いについて、少し行政としても考えたほうがいい

んじゃないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。 
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石田市民生活課長  異動票のことと思うんですが、異動票について、各自治会

長宛てに毎月１回異動があった際には送付しています。これは、過去覚

書等を交わしている関係や自治会によっては、自治会の会員をきちんと

異動票を基に台帳管理されているところもあり、自治会での取扱いがか

なりまちまちというのは情報として把握しています。この点については、

改善すべき点等もあろうかと思いますので、これから関係課等々と協議

をしながら、今後この取扱いについて考えていきたいと思います。 

 

矢田松夫委員  さっきの評価シートが出ましたので、何点か質問します。この

事業の効果、予算を付けられましたが、サンサンきららに投資するだけ

の効果はこれだけではよく分からないんですが、この事業評価だけ見る

と、結果として、どれぐらいの市民に対して効果があるのか、そういう

把握はされないんですか。 

 

岩本総務部次長  この放送がどれだけ市民に周知されているかということです

が、平成２６年度に広報紙でアンケート調査を行ったことがあります。

その中で、「ピックアップ！さんようおのだ」、これが放送の番組のタイ

トルですが、これを聞いていますかという問い掛けを行っています。こ

のアンケート調査は１,２００人に対して行い、回収率が３６.９％です

が、その中の結果では、「よく聞いています」、「時々聞いています」を含

めて９％の方が聞いているという結果が出ています。ちなみに、フェイ

スブックは３.４％、ホームページは２１.９％となっています。ホーム

ページ、フェイスブックについては、常時見ることができるデータです

ので、もっと高い数字が出てもいいのかなとは思いますけども、こうい

った数字になっています。その反面、「ピックアップ！さんようおのだ」

については、そのときに聞いていないと聞けないものですので、率とし

ては低くなると想定されますけども、この９％はかなり高いと評価して

もいいんじゃないかなと考えているところです。なお、２５年度から「ピ

ックアップ！さんようおのだ」を開始しています。その翌年度の評価で

すので、今後、広報のアンケートを行う際には、こういった項目を設け

て、実際どれだけ聞いているのか調査してみたいと思っています。来年

度においては、広報についてリニューアルも少し考えていますので、そ

の辺りも踏まえ、そのアンケートについて、適切な時期に実施し、放送

の周知度についても見てみたいと考えているところです。 

 

矢田松夫委員  それと市民への効果の問題ですけど、例えば複合施設の２階に

窓ガラス一面で放送室を作って、行政財産の目的外使用ということで無
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料で貸しているんですけれど、結局この番組が市民に対してどれぐらい

効果があるのか、その辺を一度ぐらい諮られたことはありますか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  「ピックアップ！さんようおのだ」の件ですけども、

山陽スタジオが複合施設にありますので、こちらのほうで回答しますけ

ども、どの程度聞いているかは分からないんですが、現在、山陽スタジ

オについては、毎週金曜日に午前中３０分、午後１時間の放送をしてい

ます。市民の方に山陽スタジオからも放送しているということを知って

もらうという趣旨で、現在、その放送時間中はラウンジに防災ラジオを

置いて、その放送を流すと同時にそういった放送を２階の山陽スタジオ

でしているということを周知しています。そういう周知をすることで、

少しでもさんようおのだを聞いていただくようにはしたいとは思ってい

ます。 

 

矢田松夫委員  私が言ったのは、２階の放送室をどう使うのかということ、サ

ンサンきららに４６０万円ぐらい出していますので、ぜひ放送内容をも

う少し精査して、聞く頻度が高いようにお願いしたい。これは要望です。 

 

下瀬俊夫委員  先ほどの吉藤所長の答弁ですが、毎週金曜日の放送中に防災ラ

ジオで流しているという話ですよね。何のためにガラス窓にしているわ

け。普通サテライトというのは、市民から見られるような所でやるのが

普通でしょ。どこでやっているか分からないから、防災ラジオを使うん

ですか。もともと、何であんな所に作ったか、本当に疑問なんです。サ

テライトって本来は、市民の見える所でやって初めて意味があるわけで

す。それが分からないから防災ラジオ使うというのは、基本的に本末転

倒だと思います。 

 

吉藤山陽総合事務所長  確かに１階にあれば、一番来庁者が多く通られる所で

すのでよかったのかもしれませんけども、全体の施設配置の中で現在の

構造になっていますので、そういった中でどうしていくかということで、

現在はそういった形の周知をしているということです。 

 

下瀬俊夫委員  １０３ページ、文化会館の件ですが、文化会館のネーミングで、

企業に名前を売るということで、一定の収入があったわけですが、これ

が本当に文化会館を市民に定着させるということでよかったかどうなの

かという点で、総括がされていれば御答弁をお願いします。 
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吉藤山陽総合事務所長  ネーミングライツを採用して、不二輸送機ホールとい

うことで現在まで行っています。市民の皆様へのいろいろな定着度、そ

して、どう思われているかということですけれども、最初は、不二輸送

機ホールという名前が小野田にある会社と勘違いをされて向こうに行か

れたり、といったこともありました。そういったことも含め、文書を発

送するときには、必ず「不二輸送機ホール（山陽小野田市文化会館）」と

して定着度を図ってきました。どういった意味でそれをしたかというこ

とですが、やはりいろいろな意味で財源確保ということもありますし、

老朽化する施設にも、ネーミングライツ、月２０万円ですけれども、そ

ういった費用を充てればというような趣旨もあります。総括ですけれど

も、できれば、３年たちましたら、また公募を掛けてやっていきたいと

考えています。 

 

下瀬俊夫委員  ３年たって企業が変われば、また名前が変わるんですよね。こ

れ何か意味があるんですか。結局、ネーミングを売るためだけに、いわ

ゆる金もうけのためだけに、３年置きに名前が変わっていく仕組みを作

ることに何か意味があるのかという話なんですよね。もともとあそこは

当初は、さんさんホールという名前が付いていたわけですよね。それが

いつの間にかなくなって、ただ単に文化会館。そういう点では、文化会

館の略称、愛称を付けるというのなら意味が分かるんですよ。だけど、

３年置きにころころ名前が変わって、括弧書きして文化会館、厚狭駅前

って、何ですか、一体。こんなことでは絶対文化は育たないと思います

よ。そういう総括をきちんとしなければ、今言われたように、３年たっ

たら、また募集しますということを簡単に言わないほうがいいんじゃな

いかなと思うんですけどね。いかがですか。 

 

姫井文化・スポーツ振興部長  今言われたことは、本当に大事なことだと思い

ますし、利用される方の視点に立って、やっぱり考えるということも非

常に大事だと思いますし、その辺はもう一回、部内でよく論議しながら、

正しい在り方を探ってみたいと思います。 

 

岩本信子委員  市民館の運営業務、公民館と市民館のすみ分けがよく分からな

いんですけど、何年も前からの希望でエレベーターを付けてほしいとい

うことが随分言われていると思うんですけれど、これ、そういう計画は

立てられないんですか。 

 

舩林文化・スポーツ政策室長  市民館にエレベーターを付けてほしいという要
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望は、随分前からあると聞いています。それで、市民館に関しては、再

編計画の中で長寿命化施設ということで耐震化補強工事を何年か後に行

う中で、そういった必要な設備の改修等も行いたいということで今調整

を行っているところです。 

 

下瀬俊夫委員  １０９ページ、１１０ページ、厚狭複合施設の件です。中庭に

ついて、もっと市民が活用できるような広場にすべきじゃないかという、

以前から議論がありました。ところが、依然として、車止めが置いてあ

って、ほとんどの市民はただ単に通り抜けるだけという状況です。ある

意味、デッドスペースになっていますよね。これをもっと有効に活用す

るというのは、行政の責任だろうと思っているんですが、これをどう考

えているのかお答え願いたい。 

 

吉藤山陽総合事務所長  複合施設の中庭の件ですけれども、以前から要望書も

もらっていますし、議員の一般質問でも取り上げられていることです。

言われるように、現在はああいった状況になっていますので、これをど

う活用していくかというのは、非常に大事な問題だと思っていますので、

今の敷地全体の占める割合からしても結構ありますので、これをどう活

用していくか、維持管理の面を含めて、利用者の意見も拝聴しながら考

えていかなければならない重要な課題の一つと認識しています。 

 

下瀬俊夫委員  利用者協議会から要望が出ましたよね。これは、利用者の声じ

ゃないんですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  利用者協議会は、厚狭公民館を利用している団体を中

心に構成されている団体です。確かに、利用者の意見には違いありませ

んが、ほかにも利用者は図書館含めていろいろありますので、そういっ

た意味で、いろんな方の意見を聞いて考えていきたいという趣旨です。 

 

下瀬俊夫委員  どのように考えていこうとしているのか、実はよく見えないで

すね。これまでアリーナの空調の問題も含めて、いろいろありました。

駐車場の車止めの問題もあります。幾つかの問題点が指摘されて、改善

について要望が出されています。こういう問題について、どういう仕組

みを作って、それを市民の声として反映させるかという、そこら辺は何

か考えていますか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  どういった形で市民の意見を聞いていくかということ
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だと思います。これについて、まだ具体的な案は持ち合わせていません

けども、一番いい形で決めていかなければならないと思っていますので、

そこも含めて今後しっかり検討したいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  今日は予算を審議しているんですよね。何の方向性も見えない、

議論がかみ合わないでしょ。こんな議論はだめですよ、あなたは責任者

なんだから、一定の方向で、自分としてはこう思っていますと言わない

と、今後検討します、今後検討しますみたいな話ばっかりでは、議論も

深まっていかないと思うんですけどね。ちょっとまずいでしょ、こうい

う議論は。 

 

矢田松夫委員  今回の厚狭地区の複合施設の予算を見ると、維持管理費の予算

計上になっているわけよね、光熱費とか、警備とか。それ以外に利用者

協議会とか、市民団体から出された要望について検討する予算のことを

考えたものがあるかないか。こういうところを修繕するとか、こういう

ところの利便性を高くするとかありますか、今回の中で。 

 

吉藤山陽総合事務所長  この予算の中は、維持管理費の予算になっていますの

で、ただ、そういった検討をするに当たって、全てが予算が要るという

わけではありませんので、そういったものはしっかり考えていきたいと

思っています。 

 

矢田松夫委員  一旦停止と徐行表示はどうなっていますか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  一旦停止と徐行の表示については、もうやっています。 

 

矢田松夫委員  そういうふうにして、できるところはまだあったと思うんです

よ、利用者協議会から出されたものが。例えば倉庫が非常に不足してい

ると、物品を収納するのに。そういった要望は今回出されなかったんで

すか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  利用者が通常の活動の中で使うに当たっての倉庫が欲

しいということだと思うんですけれども、現在、そういった利用団体の

方から、どういったものを日常活動として置きたい希望を持っているか、

そういった意見集約をした段階ですので、どう対応していくかについて

は、しっかり考えていきたいと思っています。 
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矢田松夫委員  例えば展示パネルは今置く所がないから、市内の公共施設に分

散して収納しているという状況があるんですよね。結局、収納する所が

ない。小さなことですけど、ジョウロ、あれでさえ駐輪場の物干しざお

にかけているという状況でしょ、しまう所がないから。それで風で飛ん

で、落ちて割れたと。やっぱりそういう状況があるから、今からやるん

じゃなくて、もう既に要望が出されているものについては、今回、少し

ぐらい反映した予算になっているかなと思ったら、そうなっていないん

ですよ。どうされるんですか、今から。もう一つありますが、２階の研

修室がありますが、カーテンレールはもう付けられたんですか。付けて

ないでしょ。要望した内容が一つもなかった、今回の予算書の中に。み

んなのことを考えた予算になってないと思うんですが、どうでしょうか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  まず、倉庫の件については、現在、北側に倉庫が１棟

ありますが、そこも全てが埋まっているわけではありませんので、そう

いった団体の方には、そういった倉庫もあるので、それも活用できます

よという話はしています。そこでも収納ができないとなれば、また考え

ていかなければいけないと思っています。それと２階研修室のカーテン

レールですけれども、本当に要るのかどうなのか。日常的にどの程度要

るのか、そこはしっかり聞いてみたいと思っています。 

 

矢田松夫委員  警備料が２００万円ぐらい増えているんですが、これはどうい

う理由ですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長 警備委託料については、２８年度については既に２７

年度中に入札を執行して額が確定していましたが、２９年度は、今後入

札を行いますので、現在は積み上げた予定価格で計上しているというこ

とです。 

 

矢田松夫委員  厚狭地区複合施設については、施設の効率化、使い勝手ともう

一つは経費の効率化が最大の目的であったんですが、３施設を統合した

結果、それぞれ経費が掛かっていたんですけど、かなり軽減するとお思

いですか。 

 

吉藤山陽総合事務所長  維持管理費で比較をしています。まず、比較の対象と

して、単独施設での維持管理費ですが、２４年度の決算額で比較をして

います。２４年度の単独施設の決算額と平成２８年度の決算見込額で比

較をしてみました。それでいきますと複合化したことによって約５７７
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万円の縮減が図られています。その中で一番大きなものは、やはり光熱

水費です。電気料、水道料等ですけども、これが複合化したことによっ

て約４６０万円の縮減ができていますので、やはり複合化したことによ

る維持管理費の効果は一定程度見られると思っています。 

 

小野泰委員長  １１１ページまでよろしいですか。 それでは、審査番号４番ま

で終わります。ここで５分間休憩します。 

 

午後２時３分休憩 

 

 

午後２時１０分再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き、委員会を再開します。審査番号

６番、衛生費、まず審査対象事業２番から質問をお願いします。 

 

下瀬俊夫委員  まず、医師会として、この急患診療所を維持するかどうかとい

う点でいろんな意見が出ていると聞いていますが、先般、病院で確認を

したら、医師会から病院の中に急患診療所を作ってくれという要望は出

していないんだという話がありました。ただ、医師会の中でもいろんな

意見があって、なかなかきちんとしたまとまりができていないというの

が現状のようですね。この急患診療所の維持運営について、市に対して

具体的な要望が出ているかどうか、まずこの点をお聞かせ願いたいと思

います。 

 

岩佐健康増進課長  要望については、２７年５月に小野田保健センターの建屋

の今後の活用についてという要望が出ています。その後段に、今後、山

陽小野田市の一次救急診療所の拠点として整備をしてほしいという要望

は出ています。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると確認ですが、市民病院の中に空きスペースを作って、

そこに移してほしいという具体的な要望じゃなかったわけですね。 

 

岩佐健康増進課長  口頭ではそのような意見はありました。ただ、文書の中に

は明記されているものではありません。 

 

下瀬俊夫委員  実は私たちは、そういう具体的な要望があるのかということで、
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若干勘違いもあって、病院会計の中でそういう具体的な議論を進めたん

ですね。ところが、病院としては何も聞いていないという話で、本会議

でも、若干この問題について局長からも議論があったんですが、今言っ

たように、医師会の中でも、担当の先生の間で意見がかなり違っている

と。いわゆる今以上に仕事量を増やしたくないという先生もいるらしい

し、なかなかまとまらないという意見がどうも本音のようなんですね。

ただ、市として、今、急患診療所に来る人が大体平均で３.４人ですよね。

５人の目標に対して３.４人、これが多いか少ないかはあるんですが、市

民病院のほうは５時以降、かなりいるんですね。多分１０人ぐらい平均

でいるんじゃないかな。そういう点で、病院の当直医が、この５時以降

の患者に手を取られて、なかなか大変だという話があって、だったら医

師会とのすみ分けをしたらどうか、今の保健センターではなしに、市民

病院のほうに急患診療所を作ったら、医師会がカバーできるんじゃない

かという思いもあったんですが、そこら辺については、地域医療対策室

としてはどう考えているんでしょうか。 
 

岩佐健康増進課長  確かに３.４人ということですが、私どもの広報が足りなか

ったということも十分反省しているところです。ただ、この１月、２月

の受診を考えますと、１月については、１０人を超える日が６回、一番

多いときでも１５人来ていることもあります。１月の平均６.５３人、２

月５.４人と増えているところです。できる限り、急患診療所で進めてい

きながら、どうしても器具等が足らないものはたくさんあります。それ

で足らなければ、市民病院に紹介したり、労災に紹介したりするような

バックアップ体制をとっていきながら進めていきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  本会議の中で、仮に市民病院に急患診療所を設置したら、病院

の医療機器を活用することになって、病院のスタッフをそこに使うこと

になってしまうと。それは病院としてはなかなか難しいんだみたいな話

があったんですね。一次の場合でも、やはり医療機器を使うということ

はあるんですか。 

 

岩佐健康増進課長  ないとは言いませんが、今、急患診療所には、レントゲン

等の機械等は置いていませんので、一次のときにレントゲンがどうして

も必要なときには、市民病院、労災の先生に連絡を取り、紹介状を持っ

て、行ってもらっているところです。 

 

下瀬俊夫委員  市民病院は紹介状なくてもいいという話があるけど、後で確認
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します。問題は、医師会のほうから、急患診療所を受けたくないという

要請は、行政には基本的になかったということで確認していいですか。 

 

岩佐健康増進課長  医師会のほうから、受けたくないというような話はありま

せん。 

 

小野泰委員長  いいですか、ほか。次に行きます。審査対象７番の質問を受け

ます。 

 

岡山明委員  補正のときと同じような質問をするんですけど、承諾していない

人が１人いる状況でしたけど、その後の状況をお聞きしたいんです。 

 

井上環境課長  あのときにも説明しましたけれども、機会があるたびに話はし

ています。補正からは余り時間がたっていませんので、あのときからは

行ってお話をしていません。 

 

岡山明委員  新配水池に工事車両が出入りしている状況の中で、整備中の新火

葬場も同じような出入口で、承諾を取れていない方の真横に近いような

所で、２か所、２、３年掛けて工事していると。そういう迷惑を被って

いると、そういう批判が出ているんですが、その辺の対応はどうですか。 

 

井上環境課長  確かに、今回承諾をしていない方には迷惑を掛けているのは事

実です。ですけども、出てくるトラック等に関しては、店の前は通らな

いように、バイパスを通って泥を排出する等の説明をして、承諾とまで

はいかないまでも、その件については了解をもらっていると思っていま

す。 

 

岡山明委員  では、工事には差し障りはないと、このまま、この形で推移する

という状況ですか。 

 

佐久間市民生活部長  工事については、公共工事が隣接した所で２回続いたと

いうことで、御迷惑を掛けているということは事実ですが、工事は、来

年度予算の中で工事請負費が予算計上されていますので、それを粛々と

進めていく。ただし、理解をしてもらうことは厳しい部分はありますけ

れど、誠心誠意説明をさせてもらって、可能な要望等があればかなえて

いければと。例えば工事のやり方とかいろんなことがあれば、可能な範

囲で何とかしていければと思っています。 
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岡山明委員  承諾は得ない状況で、最終的にはできてしまう可能性がなきにし

もあらずという状況ですね。 

 

佐久間市民生活部長  結論では、そういう状況になります。この件は逐一、白

井市長にも報告をしており、協議しています。ただ、公共の福祉という

面もありますので、その辺は説明しながら、最終的に承諾書に印鑑が有

る無しはいろいろあると思うんですけど、その中でも進めていくという

状況です。 

 

下瀬俊夫委員  ２８年度事業で、この１月ぐらいまでに大体実施設計まで終わ

るということになっていますが、もう基本的に設計できたんですか。 

 

井上環境課長  契約については、１月末ということで契約していましたけれど

も、こちらのほうから、車寄せの関係で少し変更を申し出た関係もあり

ますので、３月１０日までで契約を終わって、成果品を納品してもらっ

たところで、今から検査をするところです。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると、実施設計も含めて基本的にできたということです

が、これから検査でしょうが、基本的に我々が説明を受けていた基本設

計の段階から、何か具体的な変化があるのかどうなのか。 

 

井上環境課長  変更は何もありませんが、今、車寄せの大きさについて変更を

求めていますので、面積的には少し小さくなったところです。 

 

矢田松夫委員  当初は１６億円ぐらいで火葬場ができるという予想でしたが、

これから先まだ膨らみそうな予想ですか。 

 

井上環境課長  基本計画で、そのぐらいの金額が出ています。その後、人件費

等も上がっていますけれども、それを踏まえても、余り金額が上がらな

いような形で業者にも設計を依頼して、今、実施設計ができたところで

す。 

 

下瀬俊夫委員  資料の５０ページ、エントランスホールと告別式の収骨室、特

にエントランスホールの屋根について採光をかなり考えていたという話

で、いわゆる光を取り入れる採光について、何か工夫があるのかどうか。

それから、告別式、これは間接照明になっているんですか。 
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井上環境課長  エントランス前面がガラスになっており、それも高さが３.５ｍ

ぐらいありますので、採光については明るいイメージを持っています。

収骨室については、間接照明を採用しています。 

 

下瀬俊夫委員  あとは、エントランスホールの壁ですよね。壁は具体的に何か

工夫があったんでしょうか。 

 

井上環境課長  実施設計がありましたけれども、あのときになるべく小野田の

ガラスを宣伝したいので、ガラスを採用したいということで説明しまし

た。今回の実施設計で業者から、ガラスを常時使って焼野海岸の夕日を

イメージするようなデザインをもらっています。 

 

岡山明委員  さっきのエントランスの部分で、来た人が、「ああ、山陽小野田市、

ガラスの市なんだ」というイメージが湧くような幅があるか聞くんです

けど。 

 

井上環境課長  実施設計のデザイン画を見ると、入ったときにインパクトある

ようなガラスを付けていますので、ガラスのイメージは出してもらえる

ものと思っています。 

 

小野泰委員長  この件はよろしいですね。それでは、衛生費１６６から１８９、

お願いします。 

 

下瀬俊夫委員  さっきの答弁してよ。市民病院に紹介状は要らないでしょ。 

 

岩佐健康増進課長  先ほど紹介状と言ってしまいましたが、そうではなく、電

話等で医師が医師に対して紹介するということです。 

 

下瀬俊夫委員  １７１ページの地域医療連携ネットワークですね。今、地域で

無医地区に近い状況の地域もあるし、かなり偏りがあるんですね、医療

機関そのものに。これについて、どこが担当するのかといえば、基本的

にはやはり地域医療対策室だろうと思うんですが、市内全域で、どこに

いてもきちんと医療が受けられる仕組みをどうするかというのは、大き

な課題だと思うんですよね。そこら辺で、この全体の医療連携のネット

ワークをどう作るかという点で、うちがやるんだという意欲を少し見せ

ていただきたいと思います。 
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岩佐健康増進課長  ここに現在上がっている地域医療連携の３１万円という予

算については、医療情報ネットワークのさんさんネットを利用する負担

金です。公開病院が今３病院です。もっと増やすことによって利用者が

増えるのではないかということで、まだまだ課題はあるところですが、

病院と診療所等をつなげるようなシステムを構築するためのもので、先

ほど委員が言われた無医地区のものではありません。 

 

下瀬俊夫委員  これは言われるように基幹病院と診療所をつなぐネットワーク

ですよ。それは分かります。問題は、市民病院の情報が診療所とつなが

らないという、このネックになっている問題をどうするか。もう一つは

市内どこにいても医療が受けられる、こういう仕組みを誰が責任持つの

かという点で言えば、やはり行政しかないわけで、そこら辺の担当はお

たくですから、その辺の基本的な考え方についてお聞かせ願いたいなと。 

 

岩佐健康増進課長  私どもだけでこれを進めることは、当然できません。今、

委員が言われることは大きな問題です。今後も、小野田市医師会、厚狭

郡医師会、両医師会とともに話をしながら進めていきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員  それは分からないことはないんですよ。分からないことはない

けど、現に医師が日中はいない地域が生まれてきているんですよね。そ

うすると、そこから市民病院にどういうルートをつなげていくかとか、

市民病院の分院をつくるとか、一定の方針がないといけないと思うんで

すよ。それを考えるのが担当だろうと思っているんです。確かに大きな

課題ではあるんですが、市民が本当に困ってしまうような状況がもう目

の前に来ているわけですから、そこら辺は悠長に構えないで、担当がど

こか明確にならないと先へ進まないわけですから、さっき地域医療対策

室がそれを考えるところですよねと言ったのはそこなんです。 

 

岩佐健康増進課長  委員言われるとおり、地域医療対策室で検討する問題だと

考えています。 

 

岩本信子委員  １７３ページ、環境衛生費、野犬対策というのがあるんですけ

ど、気になっているのが竜王山の猫です。野犬対策があるのなら、猫対

策というのもあるのかなと。皆さんもお聞きだと思うんですけど、猫が

増えて、いろいろと苦情もあって大変だ、あちこちトラブルもあると聞

くんですけれど、この点はどう考えていますか。 
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木村環境課長補佐  猫ですが、山口県の生活衛生課になりますけども、いわゆ

る地域猫活動といい、所有者のいない猫に対して、その取扱いをどのよ

うに行っていくかがかなり問題になっています。それで、その地域で協

力をしてもらって、本来、猫の餌やりはよくないことですが、そこで話

が付けば、餌やりをやって、猫のふん尿等の管理もきちんと行っていく

と、そういう地域猫対策事業というのを進めようとしているところです。

それで、環境課としても、竜王山とか江汐公園等々に所有者のいない猫

がかなり増えています。ですから、都市計画課とも協議を重ねています。

そして、餌やり等をしている方々、それと団体の方にもお会いして、話

をしている状況です。今までの流れもありますので、今すぐやめてくだ

さいとかということも、なかなか言えない面もあります。それと、その

方々だけではないので、非常に取扱いが難しいんですが、一定のルール

を作って、過剰な活動にならないようにということで協議に入っている

ところです。 

 

中村博行委員  同じ１７３ページ、墓石の墓場というような状況に一部ある地

域もあると聞いていますけれども、今回、１１９万８,０００円ですか、

これは何基分の返還金に当たるのか。そして需要はどうなっていくのか

の傾向をお知らせください。 

 

井上環境課長  返還金について、予算に上げているのは、小野田霊園１区間、

東墓地公園２区画、南公園３区画の返還と考えています。この返還金に

ついては、未使用墓地を返還されたときには既納の使用料の全額を返還

するということが墓地条例施行規則第６条で決まっていますので返還を

しています。墓地の状態ですけれども、８月ぐらいに募集するんですけ

れども、全部埋まることはない状態です。逆に遠方にいる方が近くの墓

地に変えられるとか、そういう方も結構いるので、それなりに墓地の変

更は最近増えている状況です。 

 

下瀬俊夫委員  実際、これから募集する数を教えてください。 

 

木村環境課課長補佐  ２９年度については、まだ正式な数は決まっていません

が、予算上１０区画を予定しています。小野田霊園７区画、南墓地公園

３区画ということで、合わせて１０区画です。ただ、実際、返還等も増

えてきていますので、８月ぐらいの募集に向けて、数をできれば増やし

ていきたいと思います。 
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下瀬俊夫委員  多分、１０区画が全部じゃないわけね。まだかなり残っている

んじゃないかなと思います。問題は、これから永代供養をしない家庭が

増えてくるんじゃないかなということが予想されるわけですよ。以前か

らあったんですが、少し方針を見直すという時期に来ているんじゃない

かと思うんですが、いかがですか。 

 

木村環境課課長補佐  少し前までは墓地を求める方が非常に多かったんですが、

最近は納骨堂という形があります。若しくは、お寺のほうに永代供養と

いう形もありますので、墓石を設けた墓地形式というのは、だんだん需

要が減ってきて、返還が増えてきているというのは確かにあります。２７

年度の段階で小野田霊園では、残っているのが５８区画ぐらいあります。

２７年度のときにその中から２０区画、それから毎年売出しをしていく

という形になるんですが、返還も徐々に増えてきていますので、今後は、

随時募集のような形、今までは、できる限り公正にということもありま

したので、公募を掛けていますが、需要がどんどん少なくなってくれば、

すぐに必要だという方がいれば、すぐに出せるような形で、随時募集と

いうことも考えていかないといけないのかなと思っているところではあ

ります。 

 

下瀬俊夫委員  今の状況に合った対応でいけば、やはり永代供養というのは、

だんだん敬遠されるという状況が生まれてくると思います。そういう点

では、やはりもう少し抜本的な対応策を考えていく必要があるんじゃな

いかなということを要望しておきたいと思います。 

 

岡山明委員  １７５ページの委託料の中で、公衆便所の清掃１７万３,０００円、

これはどこの公衆トイレですか。 

 

井上環境課長  場所は、厚狭の天満宮の境内にあるんですけど、そこと渡場の

バス停の近くにあります。 

 

中村博行委員  同じページですけども、浄化槽設置整備事業の補助金ですが、

公共下水からシフトして浄化槽をという方向になってきていると思うん

ですが、これは増加傾向にあるということでよろしいですか。 

 

森弘下水道課技監  浄化槽補助金は、年間８５基を据え付けるという目標を持

っています。必ずしも増加傾向ではなくて、８５基を消化し切っている
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という状態です。 

 

下瀬俊夫委員  １８７ページ、し尿の関係で、公衛社に株を全部払い下げられ

ました。現在、もう民間企業になったということになるんですが、民間

企業になったということで、行政からは基本的にもう何もできないとい

うことでしょうか。 

 

佐久間市民生活部長  何もできないというのは、くみ取りの料金の値上げとか、

そういう意味合いでしょうか。 

 

下瀬俊夫委員  少なくともこれまで、丸ごと市が抱えていた企業だったわけで

すね。だから、当然、市の基本的な方針、考え方が、この経営の中に貫

かれていると考えていいんじゃないかなと。ところが、これが民間にな

った途端に、運営、経営等で、いろんな問題が起こってきているんです

ね。これについて、行政としてはタッチできないと思っているのかどう

か。 

 

佐久間市民生活部長  組織について、株主ではもうありませんので、市が直接

的に何かを言うということは現実的にはできないと認識しています。 

 

下瀬俊夫委員  人事、特に社長人事ですね、これは行政から送り込んだわけで

すね。これについては一定の枠がはまっていたんじゃないかなと。例え

ば任期何年、何年後には辞職するという、そういうのがあったんじゃな

いかと思うんですが。 

 

佐久間市民生活部長  小野田の時代から助役が社長を務めるということで、合

併してからは副市長が一時務めており、そのうち当時の環境経済部長が

社長に就いて、そのまま現在に至っているということで、枠というか、

年数とかいう認識は、市から社長を送っているわけじゃないですので、

枠とか年数というのは、現在はないという認識です。 

 

下瀬俊夫委員  実は、株主なんですよね。彼に１株売ったわけでしょ。１株で

全企業の運営を握っているわけですよね。特殊な社長なんです。だから、

ある意味、全部、この株主としての実権を握っているという、まあ、行

政が握らせたわけですよね。１株８００円かで売って、１株で企業全体

を支配できたわけですよ。だから、そういう点でこれについて、行政が

全く責任がないということはあり得ないと思っているんですけど、そこ
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ら辺の規定なり、契約上の問題点があったんじゃないかなと思うんです

が。 

 

佐久間市民生活部長  株を全部譲渡するときに覚書、売買契約書等の中で経営

については、市と十分協議しながらという、そういう表現があったとい

うことは事実です。 

 

矢田松夫委員  同じページで、１３の委託料のうちの管理委託料についての説

明をお願いします。 

 

渡邉環境事業課長  管理委託料１５５万６,０００円ですけど、これは山陽中継

所の管理業務の委託料で、山陽清掃社に委託をしているものです。 

 

矢田松夫委員  中継所で何の仕事をされているんですか。 

 

磯部小野田浄化センター主任  山陽中継所は、山陽地区で集めたし尿と浄化槽

汚泥を一時的にそこにある水槽に落とし、そこから、大きなバキューム

カーで小野田浄化センターに運ぶための施設です。 

 

矢田松夫委員  今もその作業はされているんですね。 

 

磯部小野田浄化センター主任  行っています。 

 

矢田松夫委員  中継所と言われたんですけど、休憩所じゃないですね。 

 

磯部小野田浄化センター主任  中継所ですけど、１室を貸し付けて、休憩所と

しても使っています。これについては、行政財産使用料をもらっていま

すし、中で電気を使いますから、電気料ももらっています。 

 

岩本信子委員  公衛社の問題ですけど、先ほど経営の責任ということで、市と

協議しながらと言われたんですけど、例えば、人事の責任ですよね。今、

１株持っている方が社長ということで、その人が全部その人事をされる

というのは、市と協議しながらとあるんでしたら、その人事についても、

取締役ということについても、それなりに市が絡んでいかないといけな

いんじゃないかと思うんですけど、その点は協議されているんですか。 

 

佐久間市民生活部長  正確にそのときの覚書の文面を記憶していないんですけ
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ど、意味合いとしては、十分協議しながら、人事の面を含めてか、業務

内容を含めてか、細かくは分からないんですが、十分協議を進めていく

ということで、当事、株を売るときに民生福祉常任委員会でもかなり協

議してもらったと思うんですけれど、そのときの心配もあって、市から

手が離れたらどうなるか分からないということもありましたので、その

審議の過程の中で覚書を出してもらったという認識があります。その中

に、今言ったような文言があったということで、人事についてとか、内

部の、例えば、部長がどうとか、課長がどうとかと、そういう細かいこ

とを意味合いしたものではないとは思っています。 

 

岩本信子委員  すごく大事なところですよね。経営権という、人事という、そ

の部分が一つの株を持つことによって、全部その方に委譲された。覚書

だけでと言われるんですけど、市が関与していかないということになる

と、おかしな感じにとれるんですけれど。結局、公衛社という全ての事

業を一人の人が全部握ってしまったという形になるんじゃないですか。

覚書だけで、社長を交代できるんですか、できないんでしょ。取締役も

決めるとか、そういうことも社長が全部決めるんでしょ。 

 

佐久間市民生活部長  約款上は、当然、株主が取締役を決定するわけです。市

が何もできないのかとか、どうするのか、基本的には手放したわけです

ので、ある一定の部分は覚書の中で何とかなる部分はあると思いますけ

れど、本質的には、民間事業所ということで、山陽地区においても、し

尿のくみ取りについては、民間事業者がやっていますので、それと同じ

ような形態になったということでもあります。 

 

岡山明委員  さっきの公衆トイレの件です。山陽小野田市にほかの地区にはな

いということですか。 

 

井上環境課長  環境課としては、今の２か所です。ほかの課は把握していませ

ん。 

 

小野泰委員長  １８９ページはいいですか。では、審査番号６番、終わります。

５分間休憩します。 

 

午後２時５６分休憩 

 

 



 

68 

 

午後３時５分再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。審査番号５

番、まず、審査対象事業の１５番から質問はありませんか。 

 

下瀬俊夫委員  ８３ページですが、これはまたおもしろい評価になっています

ね。原課よりも企画のほうが評価が高いという、ちょっとこれも御説明

をいただけますか。どういうことでこうなったのか。 

 

河口企画課長  薬学部校舎建設事業の目的の妥当性が５になっているところか

と思うんですけれども、５点について、３点との違いは総合計画の施策

に沿い、これを望む住民ニーズが高い事業としていますが、この事業と

子育て、あと雇用関係については、総合戦略の中で、本市の今後の第二

次総合計画の中に反映させていくべき事業として、特に他の施策より高

い重点的な事業として捉えていますので、５点としました。 

 

下瀬俊夫委員  今後、総合計画の中に位置付ける方向というのは分かるんです

が、現在、総合計画の中にはないよね。 

 

河口企画課長  第一次総合計画の改訂を昨年度行いましたので、薬学部校舎建

設については、総合計画の中においても実施できる事業として位置付け

をしています。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると、原課が３という評価をしたのはなぜでしょうか。 

 

河口企画課長  当初、総合計画に位置付けられていなかったというところで、

その評価をしていたということです。 

 

河野朋子委員  交付金事業ということで、学生数掛ける補助金額が交付金にな

るわけですよね。その考え方ですけど、当初、交付金というのは年々減

っていくんじゃないかという考え方でいろいろ見込みを立てられて、た

しか２％ずつ減っていくという計画を作られたと思うんですけど、今回、

この交付金についてはどのような数字になっているのかお聞きします。 

 

大谷成長戦略室副室長  当初の計画では、国のほうで実績からして２％程度が

毎年削減されてきたということで考えていたんですが、このたび、国の

ほうのトップランナー方式というのがあり、大学が対象となるのが平成
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２９年度からではないかというものがありまして、その計画期間が５年

間ということで、この間、３％ずつぐらい落ちていくという想定をされ

ていますので、資料９０ページで、地方交付税措置額ということで算出

をしていますが、そこについては、約３％ずつ、平成３３年度までは前

年度に比べて削減されていって、それ以降は１％という形で算出をして

います。 

 

川地総合政策部長  補足ですけども、今言った分は、普通交付税に措置される

額で、これイコール全てが運営交付金とは限りません。２９年度につい

てはそのような形になっていますけども、３０年度以降については、そ

の辺についてはまだ協議中ですので、普通交付税措置額がそのまま運営

交付金ということには多分ならないと思っていますので、その辺、よろ

しくお願いします。 

 

河野朋子委員  今後気になるのが、やはり校舎建設とか、いろいろ運営してい

く中で、基金なども取り崩したりとか、そういった意味で、それに対し

ての返済計画を当初作られていましたけども、それと、今回こういった

数字が少し変わることによってどういう影響があるのかというのがちょ

っと知りたいので、その辺りの見通し、どう考えたらいいのか、当初の

計画はどのようになっているのかお聞きします。 

 

大谷成長戦略室副室長  当初の計画においては、２％ずつの削減で、トータル

で、地方債の償還を平成５１年度までと想定しています。この返済期限

については、当初から変わりはないんですが、あと、事業費を当初１２０

億円程度で組んでいたんですが、現在、資料の８６ページにもあります

が、総事業費が１１３億６,０００万円ということで、若干、事業費も少

なくなっているということと、今、シミュレーションを作成しているん

ですが、薬学部が実際に設置されてからどれぐらい大学のほうで経費が

必要かということについては、現在、大学と調整して、どれぐらいかと

いうことで作成している最中ですが、他大学の例を見て、岐阜薬科大学、

これが薬学部の公立大学の単科大学ですので、その辺を参考にして、現

在の工学部と薬学部ができたあとの経費ということで、岐阜薬科大学は

２０億円程度、年間の予算額となっていますので、これは事務職の人件

費とか、そういったこととか、基本的な管理等については、工学部、薬

学部ということで、２０億円までは掛からないであろうということで、

合わせて、３０億円程度ぐらいが、工学部、薬学部ができた後の予算額

になるのではないかということで算出して、現在の地方交付税の措置額
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等と償還額等もこの資料に書いていますが、それと比べて、今のところ

平成５１年度まで、一時的に財政調整基金を取り崩すことになりますが、

それ以降については、特に一般財源というか、市民に負担を掛けるとい

うことはないと考えています。 

 

小野泰委員長  ほかにありませんか。では１１０ページから１３３ページ。質

問はありませんか。 

 

岩本信子委員  １１９ページで質問をしたいんですけど、選挙の啓発業務があ

ります。今年は山陽小野田市、選挙が二つ控えていますが、投票率がい

つも問題視される、いろんなところの投票率を見てもあまりよくない。

例えば投票率の目標とかは立てられているんですか。目標がないと、策

を考えるのに考えられないんじゃないかなと思うんですけど、その点は

どうお考えですか。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長  投票率の目標については、この選挙であれば何

パーセントという目標は設定していません。ただ、投票率が高いにこし

たことはないということの中で、できるだけ投票率が高くなるような方

策を講じていきたいと思っています。 

 

岩本信子委員  目標がないということで、やはり目標を持って策を立てないと

いけないのではないかと。例えば、ここまでいくためにはこういうこと

をすべきじゃないかとか。いろいろと努力をされているということは分

かります。上げないといけないから努力はされているんだろうけど、や

はり目標があって努力するのと、上げないといけないねぐらいで、何か

立てられるのでは随分違うんじゃないかと思うんですけど、その点は意

識としてどうですか。変わりませんか。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長  投票率については、傾向的には少しずつ少なく

なっている状況ではあるんですけれども、選挙によっては投票率が高い

ものとか、低いものとかあって、それぞれにこの選挙は幾らにするとい

うような目標は立てていません。ただ、言われるように、投票率を高く

できるような方策、これは長期的になるかもしれないんですけれども、

昨年から１８歳以上に選挙権年齢が引き下げられたというところで、実

際に昨年の参議院議員の通常選挙では、１８歳、１９歳の投票率が結構

高かった。その辺りから、時間は掛かるかもしれませんけれども、投票

率を上げていくという努力をしたいと思っています。 
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下瀬俊夫委員  今の答弁ですが、投票率を上げるために努力するってどういう

努力ですか。具体的に言ってください。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長  それぞれの選挙における啓発等も大事だとは思

うんですけれども、基本的に、常時啓発といいますか、先ほど申し上げ

た関連ですと、特に若い人を中心に、出前事業を昨年市内４高校で行っ

たように、出前事業、それから、若い人でなくても、高齢者についても

出前講座の要望があれば、選挙期間中以外は対応していきたいと思って

います。 

 

下瀬俊夫委員  言われるように１８歳の投票率は若干高かったんです。それ以

後、１９歳から２０歳になると一気に下がってきますよね。結局、選挙

を体験していないところが選挙へ興味を示して、参議院選挙では確かに

かなり上がったというのはあるんですが、一度体験すると急に下がって

くるという、この関係ですよ。これは必ずその原因があるんだろうと思

うんです。だから、選挙啓発をすれば投票率は上がっていくということ

でもないんじゃないかと。やはり、選挙そのものが自分たちの身近に感

じられないと、自分たちの利益にどう結び付くかという問題も含めて、

投票率が何かイベントをやったから上がっていくというものではないと

思うんですが、そこら辺の因果関係が少しよく分からないんですが。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長  委員が言われたとおりで、イベントをやったか

ら投票率が上がるというものではなくて、投票率の上がる、下がるとい

うのは、いろんな要素があると思うんです。委員が言われたように、自

分たちの一票がどんなに政治、施策とかに影響を与えているかとか、選

挙をするに当たって、接戦であれば、自分の一票の価値がすごく大きく

なる。あまりいい例ではないんでしょうけれども、天候とかいうものも

投票値に影響していると思います。それから、１８歳は今回投票率が高

かった、１９歳もそれより低いけど、２０歳以上は随分低くなっている

というようなことで言われたと思うんですけれども、今回、特に若年層

を対象にした出前事業が初めて始まって、この１８歳が今からどういう

投票率になっていくかというのは、これからでないと分からないところ

があるんですけれども、イベントも大事でしょうけど、そういう出前講

座、どう自分たちの一票が政治に関わってくるのか、そういうところを

知ってもらうことが、長い目で見れば、投票率の向上に役立つんではな

いかと理解しています。 
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岡山明委員  今の話ですけど、選挙するのは市民です。私たちですよね。やっ

ぱり商業施設で期日前を行う体制を考えの一つに入れてもらいたい。そ

の辺はいかがですか。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長  投票率を上げる要素の一つに利便性というのも

あろうかと思います。ただ、投票の利便性が上がるというのは、確かに

投票率の向上には寄与すると思うんですけれども、それだけではないと

思うんです。何が一番大事なことかというと、それぞれの選挙人が自分

の一票がどのように政治に影響を与えていくのか、そういうものを実感

しながら、自分が積極的に参加していかなければいけないという義務感

を持つというところが一番大事なところだと理解しています。 

 

岡山明委員  今、理科大も新しく、また、薬学部もできるという状況になって

いますので、せめて大学の近くとか、商業施設とか、その方向性は今後

検討していただきたいと。要望です。 

 

松尾数則副委員長  選挙というものは、非常に大切なものと思っているんです

が、いろいろな要望が出ました。啓発ポスターの位置を増やせとか、い

ろいろ出たんですが、ほとんどの場合、参考にしてもらえなかった。た

だ、僕が選挙に行って一番有り難かったのは、期日前投票、非常に楽に

なりました。本当に有り難いなと思ったので、その辺の宣伝をもう少し

やっていくべきじゃないのか、いかがでしょうか。 

 

藤村選挙管理委員会事務局長  期日前投票所については、選挙公報、それから

市の広報でもお知らせをしていますし、投票所の入場券の中にも、期日

前投票所の場所とか、開設期間とかも入れています。まだ、ほかにも周

知方法があるんではないかということであれば、まだ、あるのかもしれ

ないんですけれども、私たちのやることはやっていると思っています。 

 

小野泰委員長  よろしいですか。審査番号５番、終わります。これでちょっと

休憩します。３５分まで休憩します。 

 

午後３時２５分休憩 
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午後３時３４分再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。審査番号７

番、まず審査対象事業１で質疑があれば。いいですか。では１５ページ、

３番の説明をお願います。 

 

兼本障害福祉課長  それでは、資料１５ページ、手話通訳者設置事業について

説明します。事業概要は、市が主催する講演会、式典、講座、説明会な

どを開催する際に、聴覚障がいのある方へ、必要な配慮として、手話通

訳者や要約筆記者を会場に配置するものです。まず、本事業に取り組む

背景ですが、平成２８年４月に障害者差別解消法が施行され、障がいを

お持ちの方が、障がいがあることにより何らかの手助けや配慮が必要な

場合に負担が重過ぎない範囲で、その障壁を取り除く対応をするという

合理的配慮の提供が行政機関に義務付けられました。このたび、合理的

配慮の提供の一環として、手話通訳者設置事業を実施するものです。本

事業の妥当性については、市の主催事業において、障がいをお持ちの方

へ必要な配慮の提供を行うもので、妥当と考えます。また、有効性につ

いては、障害者差別解消法により、合理的配慮の提供が義務付けられた

ことや本市の障がい福祉施策の基本計画である「山陽小野田市障がい者

計画」の施策体系との整合性も図られていることから、有効性があるも

のと考えます。効率性については、事業内容から受益者負担を求めるこ

とが適正ではないと位置付けています。それでは、具体的な事業内容に

ついては、資料１７ページ、平成２９年度市主催事業への意思疎通支援

者設置案についてです。配置を予定している主催事業を掲載しています。

配置する事業の選定については、庁内で事前調査を行い、その結果を基

に選定しています。 資料１７ページの表中の右から２列目の配置形態に

「希望」と「配置」の２種類ありますが、「希望」は、開催を広報するチ

ラシなどに「手話通訳、要約筆記が必要な方はお知らせください。」とい

った内容を掲載し、配置の希望を事前にお知らせいただき、希望がある

場合に通訳者を配置します。次に「配置」は、希望の有無に関わらず、

積極的に通訳者を配置するものです。希望の有無に関わらず積極的に配

置する事業が１０事業、派遣回数１３回、希望がある場合に配置する事

業が５事業、派遣回数は最大で４８回を予定しています。希望と配置の

違いについては、説明会などの校区単位で行われるものについては「希

望」、全市的に開催されるものについては「配置」として平成２９年度は

実施してみようと考えています。そして事業評価を行う中で、本事業の

あり方を必要に応じて柔軟に対応していきたいと考えています。予算に
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ついては、３款１項２目障害福祉費１３節委託料に意思疎通支援者派遣

委託料５０万円を計上しており、通訳者の確保や日程調整などのコーデ

ィネート業務を山陽小野田市社会福祉協議会に委託する予定です。最後

に補足説明として、本事業は新規事業となっていますが、これは、市が

主催する事業について、今までは各課がそれぞれの考え方で通訳者を設

置したり、設置してなかったりと統一が取れていませんでした。今回そ

の必要性を全庁的に周知して、市として積極的な合理的配慮としての位

置付けを行い、障害福祉課で一括して取り組んでいきます。 

 

小野泰委員長  説明が終わりました。質問があればお願いします。 

 

下瀬俊夫委員  障害者差別解消法を根拠にされています。必要性から出発すれ

ば、法律があろうがなかろうが必要なわけです。私たちは、宇部とか山

陽小野田市以外で、いろんな催しに参加をしているわけですが、ほとん

ど手話通訳が付いているんです。実は、私たちが主催するいろんな行事

でも、最近では、ほとんど手話通訳が付いています。そういう点では、

山陽小野田市の対応は、県下から見てもかなり遅れている部類に入って

いるかなと思っているんです。それを障害者差別解消法を根拠にしたと

いう、この印籠が見えぬかという感じに感じられるわけです。こういう

考え方は間違っていますか。 

 

兼本障害福祉課長  これは根拠ではなく、きっかけだと思っています。確かに

今までこの法律がなくても、この事業はやるべき事業。確かに各課がば

らばらで、多少温度差はありましたが、取り組んでいます。また、この

事業とは別事業になるんですけれども、障がい者の方個人に対する手話

等の派遣や民間団体等が開催する事業については、障害者地域生活支援

事業の中で、既に実施しています。平成２８年度の実績で、個人が７名、

２３回、団体が２団体、６回です。市の主催の会議でも８回ほど設置事

業をしていますので、２９年度から本当に新規に始まるというのではな

くて、やはり総合的な考えで、全庁的に取り組んでいきたいということ

で、この事業を上げています。 

 

下瀬俊夫委員  １７ページで、６１事業の中で１３事業が配置になっています。

あとは希望ということになっています。この希望が全体的にはかなり多

い数字ですが、これは当然参加される方が希望を募って、必要であれば

配置しようということでしょうが、最近私たちの主催する行事でも、基

本的には、ほとんど障がい者がいようがいまいが付けているんです。そ
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こら辺の対応が気になっているんです。事前のアンケートなり、チラシ

で希望を確認するということは、かなり手間ではないかなと思うんです

が、いかがですか。 

 

兼本障害福祉課長  いろんな講演会や講座のときに、事前に確認するのではな

くて、市役所のほうにお知らせくださいという形で広報に掲載したいと

考えています。それと、このたび配置と希望と考えたのが、校区別の小

さい集まりを２９年度は希望にして、この結果をしっかり踏まえた中で、

事業評価をする中で、次のステップ、全て配置にするのか、逆に希望に

するのか、その辺りをしっかり事業を見直す中で進めていきたいと考え

ています。 

 

下瀬俊夫委員  実は、この中で議会報告会の２４回が入っていますよね。議会

報告会で事前のお知らせをして希望というのは、どうやってやるのか考

えてしまうんです。議会報告会に手話通訳がちゃんといますよとお知ら

せすれば、そういう方も参加しやすくなる可能性もあるんです。だから、

ここら辺は、今後の僕ら自身の取組とも関連するので、これが例えば配

置ということに具体的になれば、それはそれとして、僕らもいろんなや

り方があると思うので、ここら辺は少し執行部との議論が必要かなとい

う感じはします。気になっているのは１５ページの評価です。原課の評

価と企画の評価が若干違うので、特に、妥当性のところで、市の主催事

業であるということで企画の評価が３になっているのは、なぜでしょう

か。 

 

村田企画課主査  この事業については、障害者差別解消法第２条第２項に合理

的な配慮をしなければならないという規定があり、私たちも当然行政機

関として、率先して取組を行うべきであると感じていますし、担当者の

意欲も感じています。ただ、条文の中に、その実施に伴う負担が加重で

ないときはといった文言もありましたので、財政的なことも考慮しなけ

ればならないこともありましたので、直ちに行うべき事業とバランスを

とり、少し低い点数にしています。 

 

下瀬俊夫委員  さっきからずっと言っているのは、ほかの自治体に比べても、

山陽小野田市はこういう評価をされると、原課のほうにかなり影響する

んじゃないかなと。今言ったように、ほとんどの主催事業で手話通訳を

付けているんです。そこら辺で、行政自身がもっと積極的にバックアッ

プする必要があるんじゃないかなと思っているんです。こういう低い評
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価を付けるということの意味が四角四面みたいな気がするんだけど、ど

うですか。 

 

河口企画課長  こういう配慮はすべきだと思います。ただ、今回初めて、この

事業が出てきた中であり、その中で、先ほど村田が申し上げた部分にお

いて、内容としては３という配点をしたというところです。原課の評価

ですけれども、原課はすごく熱意がある。３９点、満点を出しています。

結構多いんです、満点で実施計画のとき要望されるのが。企画としても、

原課の主張を聞きたいのはやまやまですけれども、私どもも評価せざる

を得ないとなると、やはり公平、公正にやらなければいけない。ここで

市の主催事業であるからというのもありますけれども、これが本当に法

令で絶対に必要なのかどうなのか、その辺を判断した結果、３点だとい

うことで理解してもらいたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  さっきから３３点だからいいじゃないかという話よね。僕は、

まずいと思う。確かに公平、公正でバランスをとるためにという意味は、

企画ですから、分からないことはないけど、やはり市民が何を求めてい

るかという問題。こういうことがごく当たり前の状況を作るべきだと、

私は思っているわけです。 

 

川地総合政策部長  担当者の苦渋の判断だと認識していますけれども、３３点

ありきではないということだけは理解してください。結果、３３点であ

ったということで、最初に企画課長が説明したように、３３点以上が予

算要求できる基準点になったということで、３３点だからいいと決して、

私も思っていませんし、企画としては客観的な判断の下やらざるを得な

いということだけは理解いただきたいと考えています。 

 

小野泰委員長  ほかによろしいですね。それでは、１３２ページから１６７ペ

ージ。 

 

岩本信子委員 １５９ページの保育所費のところで、賄材料費、これ初めて見

たような気がするんですが、それと保育所の財源で、諸収入です。それ

も気になるものですから、この辺の説明をお願いできますか。 

 

川﨑こども福祉課長  まず、賄材料費は、毎年予算、この名称で上がっていま

す。そして、財源内訳の諸収入ですが、これは市外在住の児童で公立保

育所に入所している児童が十数名いるんですが、その方の運営費を他市、
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そこの在住市町から運営費の負担金としてもらっている金額です。 

 

岩本信子委員  保育料というのは、給食費も含めた計算でしたか。 

 

川﨑こども福祉課長  保護者の方からもらっている保育料は給食費も全て含め

た金額で積算されています。 

 

下瀬俊夫委員  １３５ページ、社会福祉協議会ですが、これは運営費の補助金

だろうと思うんですが、福祉会館はかなり老朽化して、本当にみすぼら

しい状況です。これについて、指定管理になっている社協と具体的な協

議をされているのかどうなのか、お聞かせ願いたいと思います。 

 

深井社会福祉課長  建物について、社会福祉協議会との具体的な協議をしたか

は、把握していませんけれども、２９年度の予算において、耐震化、耐

震の調査をするようにしています。あそこは、昭和５１年にできたと記

憶していますので、それなりに老朽化しています。ですので、耐震の調

査をして、その結果を見て今後どのようにしていくのか、判断していき

たいと思っています。 

 

岩本信子委員  ２ページの諸収入の雑入を見たら、この金額に当たるものが見

当たらないんですけれど、どこになるんですか。 

 

川﨑こども福祉課長  市外在園児の運営費が主ですが、それだけではなく６１

ページの民生費雑入金の中の雑入金１,００４万５,０００円があります。

これが市外措置分で、これとその少し上に給食費負担４９４万６,０００

円があります。これは、保育園の給食は保育士等も食べますので、その

保育士が自分の食べた分ほど払っている。これらを合わせたものに、少

し上に一時保育サービス事業利用者負担金、これも公立保育園で一時預

かりをした場合の利用者の負担金ですが、こういった公立保育園に係る

経費の合計になろうかと思います。それと、そのほかにも実習費、謝金

とか幾つか細かいものもあります。 

 

矢田松夫委員  １３９ページ、備品購入費は、障害者施設に防犯カメラを付け

るという新しい予算が付いたということで理解していいんですか。であ

れば、どこにどのように付けるのか。 

 

兼本障害福祉課長  これは障がい者入所施設のみつば園に非常通報装置一式、
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それから防犯カメラ一式を付ける予定にしています。それプラスこの備

品購入費の中には障害福祉課の窓口のカウンターに置く卓上型対話支援

システム、聴覚に少し障害がある方で声が聞き取りにくいという方に対

して、その機械を通して話をすれば声が大きく聞こえるようなものがあ

りますので、それが２１万６００円ほど入っています。 

 

下瀬俊夫委員  １４１ページの下、やむを得ない事由による措置費って何です

か。 

 

兼本障害福祉課長  想定しているのが虐待とかでやむを得ず施設に強制的に入

所してもらわなければならないとか、そういうときのための予算です。 

 

下瀬俊夫委員  １４５ページ、福祉会館の運営委託費で、これは合併当初から

いろいろ議論になっていたと思うんですが、小野田側で各校区に福祉会

館を造ったという経緯がありますよね。これについて、なぜ山陽側にな

いのかという意見はちょっと置いても、福祉会館で入浴サービスをやっ

ているわけですよね。福祉会館での入浴サービスをなぜやっているのか

という一定の総括が要るんではないかと。今後、山陽側はどうするのか

みたいな議論のときにも、やはりこの問題はいわゆる合併後の公平公正

という問題も関連していますので、やはり小野田側で設置されている福

祉会館の一定の総括をするつもりがあるかないか、お聞きします。 

 

深井社会福祉課長  福祉センター、福祉会館は小野田側だけあって、山陽側に

はないと。お風呂のサービスも同じような状況であるということに関し

て、この総括についてはいずれ遅かれ早かれ、しなければいけないんじ

ゃないかと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  実は、このまちにお風呂屋さんがなくなってもうかなり久しい

わけですよね。山陽側にもお風呂屋さんがあったわけです。基本的に全

部なくなりました。小野田でなぜ公営のお風呂屋さんがずっと各校区に

あるのか、ものすごく不思議です。大昔だったら、いわゆる戦後直後だ

ったら分からないことはないんです、各家庭に風呂がなかった時代です

から。今ほとんどの家庭にお風呂があるわけでしょ。それなのになぜ公

営の浴場が設置されているのか。そこら辺からきちんとした総括が要る

んじゃないかなと思っているんですが、どうなんですか。 

 

深井社会福祉課長  公営の風呂については、他市の状況はつかんでいません。 
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下瀬俊夫委員  他市はどうでもいいんですが、今公衆浴場そのものがほとんど

立ち行かなくなっているわけですよね。こういう公設は運営が市でやっ

ているから、取りあえず維持できているんですけど、実際どの程度の人

がこれ利用しているんですか。 

 

桑原社会福祉課地域福祉係長  風呂の利用者数ですが、今年度の１２月現在で、

本山福祉会館は延べ１,２５２人、赤崎福祉会館は２,７３８人、中央福

祉 セ ン タ

ーは５,０９１人、高泊福祉会館は４８１人、高千帆福祉センターは

３,０９７人となっています。 

 

下瀬俊夫委員  多いのか少ないのかよく分かりませんが、お風呂を持ってる方、

持ってない方の区別ぐらいは、やはり要るんじゃないかなと思うんです。

持っていても、風呂を沸かすのが大変だからこっちに来るという人もい

るだろうし、そこら辺で実際のところがよく見えないんですよ。ここは

例えば高千帆は将棋とか碁があるので、風呂から上がって将棋とか碁を

指すという、その楽しみもあって来る人もいると思うんです。だから実

際にこういう公営の風呂屋が本当に必要なのかどうなのかという、そこ

ら辺のところできちんとした調査が要るんじゃないかなと思っているん

ですが。 

 

河合健康福祉部長  今公共施設の総合管理計画、今後公共施設をどうしていく

かという基本方針をまとめたばかりで、これに基づいて公共施設、特に

箱物については個別計画を作っていくような形になります。その中で、

やはり統廃合とか、いろんなことを考えていかなければなりません。そ

ういった中で各施設の個別計画を作って、平成３２年度をめどにどうし

ていくかということを今やろうと考えていますので、その中で検証して、

どのようにしていくかを慎重審議していくことになろうと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  １５５ページ、多子世帯の保育料軽減措置ですが、制度そのも

のが少し変わったんですか。 

 

川﨑こども福祉課長  これは、県と共同で実施している第３子以降の保育料軽

減で、ここに上がっている予算額１０万円は認可外保育施設に通う第３

子以降の保育料についての軽減です。今、国でも多子世帯の軽減措置が

毎年拡充されており、今年度も低所得者世帯については、ひとり親は第
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２子が無料といった軽減もされて、来年度も新たな拡充が案として出さ

れているようです。 

 

下瀬俊夫委員  そこで質問ですが、県の事業で第３子以降が無料というこの状

況の中で、これが無認可の保育所に対する児童の補助ということになっ

ています。いわゆる認可保育所に行っている子供たちと若干そこが差が

出ているということで、認可、無認可の違いでかなりの保護者が負担を

強いられているという現状があると思うんですが、そこら辺について、

例えば単独で市が助成するみたいな対応ができないものか。これについ

てお答え願いたいと思います。 

 

川﨑こども福祉課長  確かに認可保育所と認可外保育所でこの制度の助成内容

が違います。認可保育所については、保育料を第３子以降であれば低所

得者については全額減免、高所得者については半額減免ですが、認可外

保育所については年間で払った保育料の上限額５万円を助成するという

ように内容が違っていますが、以前に試算したところ、認可外保育所に

通われている方について必ずしも負担が多くなっているというものでも

ない。人によっては保育料が大きな減免になっているところもあります

ので、一概に認可外のほうが負担が多い制度ではないと理解しています。

これについて、市としての単独の補助は今のところ考えていません。 

 

下瀬俊夫委員  今待機児童がかなりいて、解消することがなかなかできていな

い状況の中で、結果的にもう小規模も受け入れられない、満杯で。あと

はどうするか、無認可に行くしかない。そういう環境に置かれているわ

けです。そうすると、ほとんど保育料が掛からないという方もいるかも

しれないけど、僕の知っている範囲では、１人当たり５万円とか６万円

とか払わなきゃいけないような無認可もあるわけです。そういうところ

に２人、３人預けると、家計がパンクするような状況もあるわけです。

そういう中で無認可と認可の助成の違いがやはり出てくるというのはま

ずいんじゃないかなと思っているんですが、全くこれについては考えら

れないということでしょうか。 

 

川﨑こども福祉課長  待機児童の問題については、本当に解決策を考えていか

なければならない重要な課題だと思っています。待機の方が認可外保育

施設に預けられるという事例も生じています。そこについての保育料負

担という事業も考えられますが、それ以外にも待機児童をなくすための

ほかの方策もいろいろ検討しなければならないのかなとも考えています
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ので、今そこに特化しての事業開始は現時点では考えていませんが、待

機児童を解消していくための方策は、これからまた十分検討していく必

要があると思っています。 

 

下瀬俊夫委員  例えば乳児医療・子ども医療は、所得によって若干差がありま

すが、基本的にはどんな子供でも対象になっていくわけですよね。そう

いう点で、やはり認可であろうが無認可であろうが、子供たちに負担を

掛けないという、いわゆる子育て支援の観点からいけば、やはり重い保

育料を何とか軽減するということは、どこにいようが行政としては差別

してはいけないんじゃないかなと思っているんですが、どのように思わ

れますか。 

 

河合健康福祉部長  確かに市民の方の児童に差別があるのは好ましくないとは

思っています。ただ、だからといって、この認可外の保育施設に対して

補助することでそれが解消するかということは、また別問題と思ってい

ります。この多子世帯応援の保育料軽減事業、これは県のほうでやって

いますが、それについては県と歩調を合わせていくつもりですが、市単

独での補助というのは今のところは考えてはいません。 

 

下瀬俊夫委員  １６３ページ、児童クラブの待機状況が分かれば教えてほしい

んですが。 

 

大濵こども福祉課課長補佐  ２８年度で今現在、高千帆児童クラブ５人、厚狭

児童クラブ１９人、合わせて２４人の待機が出ている状況です。 

 

下瀬俊夫委員  厚狭が１９人というのはかなり深刻ですよね。ここにあるのは

基本的には児童館の指定管理ですが、いわゆる児童館の本来業務との関

わりで以前からかなり議論になっています。本来業務について、当然児

童クラブの放課後対策の児童クラブの施設を別個に移動するかという問

題にも関連するんですが、児童館としての本来業務をどう考えるかとい

うことにも関連をするので、新年度に向けて、そこら辺の基本的な考え

方がきちんとあれば教えていただきたいと思います。 

 

大濵こども福祉課課長補佐  児童館スペースを児童クラブの児童が利用するこ

とによって、多少その弊害が出ているところはあります。これを解消す

るためには、児童クラブの児童を保育するスペースを確保する必要があ

ると考えています。昨年度、総合教育会議においても、それについての
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議題を上げて、高千帆と厚狭が小学３年生までの保育ができていない状

況ですので、そこはまず優先して取り組むべきであるという中で、その

総合教育会議の中で提案されたのが、高千帆については高千帆中学校の

空きスペース、空き教室があるので、そこを利用してはどうかという提

案を受けているところです。そこについては、受託者である社協と協議

をしながら、まず学校を含めて協議しながら、かなり課題もありますの

で、すぐにはいかないですけども、その課題を解消する中で進められた

らと考えています。まずは低学年を受けられないクラブについて優先し

て、当面、取り組むことにしていますので、また、児童館スペースの本

来の目的に沿った利用については、そういったところを解消する中で進

めていきたいとは考えています。 

 

下瀬俊夫委員  厚狭はそうすると、スペースそのものがないよね。１９人とい

うのはかなり数としても多いんですが、問題は６年生まで拡大するとい

うことが、実際いつからやるんだって問題が出てくるよね。そこら辺の

具体的な方策は何か考えているんですか。 

 

大濵こども福祉課課長補佐  実際には、６年生までを引き受けるようになって

います。ですが、現在は一部を除いて３年生までしか受け入れてないと

いう状態です。そこについても解消する必要があるとは思っていますが、

まず低学年を受け入れられてないところを取り組みたいというのが一つ

と、あと６年生まで引き受けるとなるとクラス数を増やす必要が出てき

ます。そうしますと、その分の支援員の確保という問題が出てきて、そ

こについても難航しているというのが現状です。 

 

岩本信子委員  厚狭が１９人待機ということですが、厚狭は児童クラブの場所

を作りましたよね、新しく、学校の横に。そのときの計画として、１９

人の待機が出るような計画だったんですか。 

 

大濵こども福祉課課長補佐  もちろん建設するときには、待機が生じないとい

う見込みで設計をしています。ですが、その後、厚狭地区については新

興住宅地ができて、かなり世帯数、児童数が増えています。そういった

こともあって、残念ながら、待機が発生している状態です。 

 

下瀬俊夫委員  その現状は分かったんですよね。問題は、これから先どうする

かということです、特に６年生まで拡大をしていかなければいけないわ

けですから。実際にもう空き教室もないわけですから、どこか別にその
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施設を確保する以外ないと思うんですが、これからやらなければいけな

い対象、特に小野田の場合はどこか、分かれば教えてください。 

 

川﨑こども福祉課長  まず先ほどの厚狭については、やはり新しい建設という

のはなかなか難しいところもあり、民間の事業者への委託も視野に入れ

て、いろいろ折衝はしてきているところです。ただ、なかなかこれも簡

単ではないということと支援員不足という問題もあります。ですので、

まず支援員不足を解消しながら、どこも民間事業所の受託がなければ、

新たに建設場所を探すのかとか、空き教室は学校にお尋ねしていますが、

ないということですので、そういった方向をいろいろ検討はしていると

ころですが、なるべく充実できるようにしたいと思っています。小野田

地区は、小学生については、今年度末に１教室お借りできることになっ

ていますので、改修して４月１日から１クラス増で運営を始める予定に

しています。そのほかについても、施設の中の部屋の入替えとか、そう

いったところで、そのほかの施設については、高千帆を除いて、今の施

設で支援員の確保ができれば６年生までの受入れもできるのではないか

なと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  言われるように、児童クラブの指導員が本当に確保できない状

況なんですよ。この不足がかなり深刻だというような話は、これは全国

的な傾向みたいです。それから、厚狭小の６年生、対象になる子供の数

は何人ぐらいか調べていますか。 

 

川﨑こども福祉課長  昨年度、学校を通じて４年生から６年生を対象とした保

護者に、もし高学年の受入れを実施した場合に児童クラブを利用します

かというアンケートを取っていました。そのときのデータを持ってきて

いないんですが、そういった数値は持っています。 

 

下瀬俊夫委員  生活保護が最近減少を始めた。これはなぜかというと、就労支

援で仕事に就くからだという話があったんですが、それは人数的にはど

の程度いるわけですか。 

 

深井社会福祉課長  就労により収入が増加した方は平成２７年度において３７

名います。また、市外転出をされた方が２４名いますけれども、２４名

のうち大部分が就職をして、勤務先が市外であったために市外転出した

という方もかなりいました。死亡は３２名です。 
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小野泰委員長  ほかにいいですか。今から５分休憩します。 

 

午後４時２８分休憩 

 

 

午後４時３５分再開 

 

小野泰委員長  それでは、休憩前に引き続き委員会を再開します。審査番号８

番からいきたいと思います。この部分が終わるまでできるだけやりたい

と思いますので、よろしく御協力のほどお願いします。それでは、まず

審査対象事項１２番について説明をお願いします。 

 

髙橋産業振興部次長  資料７３ページから７６ページです。産地パワーアップ

事業について説明します。本事業は、地域農業再生協議会等が定める「産

地パワーアップ計画」に位置付けられた農業者団体等が、農作業の効率

化によるコスト削減や高付加価値な作物への転換など、収益向上に取り

組む場合に補助金を交付するもので、全ての農産物を対象に総合的に支

援する国の補助事業です。なお、「産地パワーアップ計画」は、本年１月

に開催された山口宇部地域農業推進協議会において確認されています。

事業の対象団体は、有限会社グリーンハウスとＪＡ山口宇部の２団体で、

事業内容は、西高泊地区において、ネギの集出荷施設とアスパラガスの

栽培用ビニールハウスを新設することとしています。特に、ネギについ

ては、その品質の高さからＪＡ山口宇部「おのだネギ三昧」のブランド

で県内市場を中心に出荷されています。今後、県内市場のシェア拡大と

新たに関東、関西等の大都市圏での販路開拓により「おのだネギ三昧」

の販売拡大に取り組むこととしており、市場からの期待量に応えるため、

このたび、新たに集出荷施設、選別･調整機械等を整備し、機械化による

作業効率の向上、生産拡大に向けた体制強化を図り、全国で戦える競争

力のある産地の確立を目指すこととしています。また、ネギに加えアス

パラガスについてもブランド化を進めることとしており、ビニールハウ

スの新設により、生産量の拡大を図ることとしています。事業費は、そ

れぞれ２億１,６００万円と３,２４０万円を合わせて２億４,８４０万

円を見込んでおり、このうち施設整備費の２分の１以内の１億１,５００

万円について県支出金を充てることとし、残りはそれぞれ事業者が負担

することとなります。 

 

小野泰委員長  説明が終わりました。これについて質問はありますか。 
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河野朋子委員  事業の内容というよりも、評価のところで気になったのが、先

ほどと反対ですけど、原課の評価の合計点が２９点、３３点になってい

ないんですけど、企画課のほうが３３点ということで、及第点を出され

たんですけど、原課が３３点以上出していないということはあり得るん

ですか。 

 

河口企画課長  原課は２９点とありましたけども、実施計画を出したときには

３３点が限度ということは言っていませんので、原課としてはそれに該

当する点数を付けてきた。しかし、企画課としては二つの部分で３点が

５点になっていますけども、対象とする人や物の範囲が適切に設定され

ているから５点です。それから、個別計画・政策との整合性については、

国の政策等に合致しているということで５点を付けているということで、

点数が上がっている状況です。ですから３３点というのは、結果として

出てきた数字です。 

 

松尾数則副委員長  要は市が一円も出さないから点数が高かったと捉えたんだ

けど、この全体的な予算、例えば宇部・山陽小野田で決められたんでは

ないかと思うんですが、全体的な予算は分かるんですか。その中の一部

がこれだと思うんだけど。つまり山陽小野田市がいかに頑張っているか

というのを、見たいんだけど。 

 

髙橋産業振興部次長  この事業費に関しては、事業者が計画を立てた中での事

業費を計上しています。その２分１の国の補助がもらえるということで

すが。 

 

松尾数則副委員長  私の言いたかったことは違うんですが、県の予算が幾らあ

って、そのうちの幾ら山陽小野田市に来たとか、その辺のところが知り

たかったんです。 

 

髙橋産業振興部次長  産地パワーアップ事業は、昨年の国の大型補正によって

新たに設けられた事業です。その中で地域協議会等で認められた産地パ

ワー計画を申請していくという形になっているわけですが、グリーンハ

ウスがする「ネギ三昧」については、一年以上前から県、市、それから

生産者、ＪＡも含めた情報交換の中で事前に計画をされていたわけです。

それを進めて行く中で、いろいろと事業メニュー等を模索する中で、特

に当てはまる事業がなかった。事業主は、個人の資産でするということ
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まで考えていました。この大型補正が付いた中で、全ての農産物につい

て支援が行えるというメニューがありましたので、協議会等で事前に話

が出ており、皆さんで協議を進めていたもの、これを協議会において計

画に位置付けたというところです。 

 

松尾数則副委員長  山陽小野田市が頑張ったからという、そこが全然見えない

んだけど、なぜこういうことを言うかというと、どうも農業は山陽小野

田市は置かれていっているので、その辺の活躍するところが是非とも見

たいなと思っているんだけど、山陽小野田市はどのように頑張って、こ

れを持ってきたのか。業者のほうが頑張って、これを持ってきたのか。

山陽小野田市そのものは頑張っていないのか。 

 

髙橋産業振興部次長  市のほうも生産者等との打合せ等を何度も何度も重ねて

きています。支援ができるものがあればというところで、ただ、そうい

ったものでもかなり高額な事業費等もありますので、有利な補助金等を

探していくべきであろうと。その中でマッチする事業メニューがなかっ

たというところで、今回は国の大型補正というものがありましたので、

ぜひこれに乗せていこうと、そういったところからこの事業を進めてい

る。あと、ほかにも市としての熱意とかそういったものはないのかとい

う指摘ではありますが、いろいろ県も含めた会議等も定期的に重ねてい

ますし、農業生産者の方々との協議をする場もありますので、そういっ

た皆さんの意見はしっかりと聞いているところで、可能な限りの支援は

できればと考えています。 

 

岩本信子委員  産地パワーアップ事業ですけども、国の示されている計画期間

というのがあるのですか。 

 

髙橋産業振興部次長  パワーアップ計画については、３１年度を目標年度とし

て策定されています。特にコスト削減とか農製品の効率化とかいったも

のもありますが、最低でも１０％の生産量の拡大あるいは販売額の拡大

というものが見込まれるものと位置付けがされています。今回のパワー

アップ計画によると、平成２７年度の生産額に比べ、３１年の目標では

１.４倍、生産量についても１.３倍の目標を立てられています。 

 

岩本信子委員  先ほどの販売量、生産量が増えれば販売量も増えてくると思う

んですけど、例えばグリーンハウスのネギにしても、販売が山陽小野田

市の特産品という形になるんではないかなと思うんです。地域の特産物
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を使ってレストランとかと連携してというような企画は、このパワーア

ップ事業には含まれてはいないんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  ソフト的なものは、特にこのパワーアップ事業には含ま

れていません。このパワーアップ事業はハード事業です。ただ、ネギに

ついては、市内の飲食店でも数多く使われていますし、スーパーにも販

売されていますので、これをブランド認定に向けていくという動きの一

つとして捉えているところです。 

 

岩本信子委員  アスパラは２０年ぐらい前、「きのう・きょう・アスパラ」とい

う名前で、小野田でブランドを付けてやっていたことがあるんですよ。

あの時はＪＡも一所懸命やって盛り上がっていたんだけど、いつの間に

か下火になっているというか、昔はハウスがいっぱい立っていたけど、

それもなくなっている。新しくＪＡがそれを立ち上げようとされている

わけですよね。その点の事業の見込みは、事業者がちゃんと決めて申請

するだけのことですか。それとも市がある程度のバックアップをしてい

くとか、その辺の市の関わり方はどうなんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  アスパラについては、ＪＡのアスパラ部、須恵のほうで

作っている方がいます。その部会の中で４割ぐらいのシェアをお持ちの

ようです。昨年はその方を指導農家として、新たな農業者の研修を受け

てもらったという経緯もありますし、決してアスパラ自体に力を入れて

ないというわけではありません。この施設整備については、事業主体が

残りの２分の１を負担するというところもありますが、あくまでもこの

パワーアップ計画については、県、市、国のオブザーバー、生産者、Ｊ

Ａも入っている協議会の中で、協議が進められていますので、そういっ

た意味では協議会メンバー全員がこの計画に対して審議していくという

体質はできていると思っています。 

 

下瀬俊夫委員  事業費両方合わせると２億５,０００万円ぐらいで、産地のパワ

ーアップになっているんだけど、産地指定を受けるんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  「ネギ三昧」とアスパラガス、その産地指定に向けて今

動いています。 

 

下瀬俊夫委員  まだ受けてないわけね。産地指定を。 
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髙橋産業振興部次長  まだ受けていません。 

 

下瀬俊夫委員  野菜について、当然、気候とかいろんなことで影響されるとい

う可能性もあるので、価格保障の問題も出てくるよね。これだけ大きな

規模になっていくと、価格保障、影響を受けて低下した場合、それを補

償するような制度も要るんじゃないかなと思うんですが、そこら辺は農

協なり市と共同で何か作っていくようなことは考えていますか。 

 

髙橋産業振興部次長  特に、昨年は台風とか長雨とかで露地ものの野菜は大変

な被害を受けました。それに比べてハウス内の作物については、被害は

かなり免れたというところもあり、質問の補償関係について、特には今

考えていませんが、ネギにしてもアスパラにしても、ハウス栽培をされ

ようとしています。特に、集出荷施設と併せて保冷庫等の整備をされま

すので、そういった意味では安定的な出荷に向けた取組をしていく必要

があると考えています。 

 

下瀬俊夫委員  産地指定を受けると、一定の量を供給しなければいけないです

よね。これ義務付けられるわけですよね。結局、都市部に向かって供給

側になっていくという仕組みができるわけですよ。実は、今いろんなと

ころでその見直しが起こっているんです。いわゆる都市部のこういう食

料の供給源だけでいいのかという議論があったんですが、やっぱりその

産地に人を呼び込むような仕組みが要るんじゃないかという話があるわ

けでしょ。これかなりいろんなところで努力をされて、産地にいろんな

ところから呼び込もうという動きもかなりあるわけです。これは、私の

田舎の例を出しちゃおかしいけど、そういう点で一定のブランドに指定

されたときに、ネーミングだけじゃなく、やっぱりおいしいということ

で、よそから呼び込むということについて何か考えていますか。 

 

髙橋産業振興部次長  ネギ三昧については、ふるさと納税品の名産品、そうい

った中で野菜を納税者への返礼品に上げてもらっています。非常に好評

だったという話もあります。ネギ三昧については、いろいろなところか

らの見学もありますし、山陽小野田市内とはなりますが、小学生の体験

といったことを今やっています。さらに、こういったブランド化を進め

ることによって、呼込みも市のほうも、まだ具体的ではありませんけど

考えていきたいと思っています。 

 

中村博行委員  この事業は、今年度だけということですか。それとも来年度、
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これに近い事業をされている方があって、またそれに乗れるということ

は考えられないんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  昨年の補正で上がってきた形ですので、新たなメニュー

ということで、これが継続されるというところはつかんでいません。 

 

下瀬俊夫委員  山陽小野田市は近代化資金の利子補給をやめていますよね。そ

こら辺で、新たな利子補給等を考えているんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  予算的には上がっていません。というのが、なくしたと

いうよりも全て返還されたので、利子補給の予算が必要なかったという

ことです。 

 

下瀬俊夫委員  近代化資金そのものの利子補給をやめたんでしょ、合併後。合

併前の事業は継続するけど、合併後は新規は受け付けないという話だっ

たでしょ。 

 

髙橋産業振興部次長  原課としてはそういう認識は持っていませんが、昨年ま

で利子補給事業で花の海の利子補給事業が上がっていましたが、これに

ついては２８年度で完済されたので２９年度の予算からは落ちていると

いう状況です。 

 

下瀬俊夫委員  花の海については、合併前から継続しているから、それはやめ

ないという話で継続したんですよ。だけど合併後に起こった事業につい

ては、基本的にやっていないんです。 

 

髙橋産業振興部次長  お答えしかねますので、お時間いただければと思います。 

 

下瀬俊夫委員  確認します。妥当性のところで、ＴＰＰ関連になっているんで

すが、ＴＰＰそのものは行く先が分からない状況になっていますが、や

っぱりこのまま事業としては継続してやっていくんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  パワーアップ事業自体が、国のＴＰＰ関連の施策でした。

現在不透明な状況ですが、この事業については、採択に向けた動きがで

きるということです。 

 

小野泰委員長  よろしいですか。では１９４ページから。 
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中村博行委員  農業委員会についてですが、農地利用最適化推進委員等で、３

月１０日で締め切られたと思っているんですけれども、定員に足りてい

るのか、足りていないのか、その状況。 

 

髙橋産業振興部次長  農業委員については、市の農林水産課が担当しており、

募集しています。１４名募集したところ、現在１８名の応募があったと

いう状況です。 

 

阿武農業委員会事務局長 推進委員の応募状況は定数が１４で、応募が１６で

す。第５区、第８区、この２地区について、複数応募になっていますの

で、選考するようになろうかと思います。 

 

岩本信子委員  この委員のことですが、先ほども男女共同参画のところで、女

性の委員を半分ということをこちらから言ったんですけれど、この農業

の推進も結構女性の方もやっておられる部分があると思うんですが、こ

の男女の応募された女性の比率は分かりますか。 

 

阿武農業委員会事務局長  農業委員においては、女性が３名応募されています。

推進委員は、女性の応募はゼロです。 

 

岩本信子委員  これについて、思い切って半分女性を募集しますって出さない

と、女性が出てこないような気がするんですよ。そういうことも考慮し

てもらいたいという要望をしておきます。 

 

下瀬俊夫委員  １９９ページ、青年就農給付金です。具体的な対象事業は何で

すか。 

 

髙橋産業振興部次長  青年就農給付金については、本人に年間１５０万円の定

額を給付するといった事業内容になっています。その年齢の問題である

とか、要件はありますが、認定された新規の就農者として認定された方々

に年間１５０万円をお支払いする。最長５年間です。 

 

矢田松夫委員  法人の関係で農業施設整備事業補助金、昨年はねたろうファー

ム、今年はどこかされる予定があるんですか。それから、農業まつりと

書いてあるんですが、水産がなくなったんですか。 
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髙橋産業振興部次長  農業施設整備事業補助金は、ライスセンター等の償還の

関係です。ねたろうファームについては、今年２月２５日に設立総会を

開催しています。平成２９年度については、今協議されているところで

すが、具体的にいつ立ち上がるかというところまでは至っていません。

あと農業まつりの補助金については、農林水産まつりは、２９年度も引

き続きやっていきたいと思っています。 

 

下瀬俊夫委員  新規農業就業者定着促進事業ですが、具体的に募集を掛けるん

ですか。 

 

髙橋産業振興部次長  この事業については、農の雇用事業と定着支援事業とい

う二つの事業になっています。農の雇用事業は、新規就農者を受け入れ

た法人に対してお支払いするものですが、直接国とのやり取りとなって

おり、まず国の事業、農の雇用事業というものを２年経験をした後、引

き継いでやるものが定着支援事業となっており、前段に国の事業を受け

た方を引き続き雇用していくという流れになっています。 

 

下瀬俊夫委員  そうすると、例えば退職者が百姓でもやってみようと、地域に

入って畑とか田を借りて農業をやるというのとは、ちょっと違うわけね。

実は、そういう方は毎年おられるんですよね、山陽小野田市にも。そこ

ら辺は具体的に支援策があるんですか。 

 

森山農林水産課農林係長  退職された方のその後の受け皿という支援は、具体

的にはありません。 

 

中村博行委員  ２０７ページの委託料がありますよね。具体的に教えてほしい

んですが、森林施業委託料、これはどこに委託しているんですか。それ

と、その次の市有林整備委託料で、どこを整備して、どこに委託するの

か。それから、その下の地域が育むうんぬん、これもどこなのか教えて

ください。 

 

髙橋産業振興部次長  森林施業の委託料については、菩提寺山の環境カルスト

森林組合がやっています。市有林整備は、今年度は厚狭の地域で市有林

の間伐等をカルストがやっています。あと地域を育むもの、これは中山

間地域の対策としての事業で、竹林整備ということで、市と竹林の所有

者とが協定を結んで、その伐採をしていくわけですが、これについても、

カルスト森林組合が受注して整備しています。 
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中村博行委員  それと、今竹林の関係がありましたが、個人が契約したものを

カルストに委託というところですが、これから募集を掛けられるんです

か。 

 

髙橋産業振興部次長  こちらについては、継続的な事業として、もう一年間、

平沼田地区で竹林伐採をしていますが、２９年度も引き続きそちらを継

続することとしています。 

 

中村博行委員  そうすると、もう場所は指定されているわけですね。 

 

笹木慶之委員  ２０７ページ、有害鳥獣の防護柵ですが、２００万円程度で、

どの程度の方が利用できるんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  ２００万円の内容としては、その資材費の２分の１を補

助するもので、上限を１０万円としているところです。そうした中で、

今年度１４件の交付をして、予算の執行からすれば５０％を切っている

状況でした。 

 

笹木慶之委員  一般質問でも言ったんですが、今は２ほ場以上、２人以上とい

う条件が付いていますよね。あのときの答弁として、その限定は状況を

把握して、農業耕作、いわゆる耕作農地として認定して、適正が認めら

れれば、１ほ場１人でも認めていくという方向性を言われましたが、間

違いないですね。 

 

髙橋産業振興部次長  はい、現地調査をしっかりして、１ほ場１人という場合

もあり得るということで御理解ください。 

 

笹木慶之委員  やっぱり農家の今の形として、地域によれば１ほ場１農家とい

う形である一定の区域を守っている方々が結構多いんですよ。ところが、

２人以上２ほ場という条件を付けると、これに該当しないですよね。と

いうことで、この辺の運営はしっかりやってもらいたいと思いますけど、

よろしいですね。 

 

芳司産業振興部長  先日の一般質問でも質問があり、まだ決裁までは至ってい

ないんですけれど、地形的な事情等も当然考慮して、基本的にはこの事

業は、農作物被害からそういったものを守るというものですので、さら
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にその耕作意欲を持たれている生産者の方、この意欲向上ということも、

当然私たちは考えていかないといけないということで、その辺りについ

ては、十分考慮した形で新年度は進めていきたいと考えています。 

 

笹木慶之委員  要望を付け加えておきますが、昨年は初めての年でしたから、

かなり応募が遅くなったんですが、やっぱり６月ぐらいまでにフェンス

をやってしまわないと遅くなるんですよね。ということで、新年度が始

まったら早速この応募を掛けてもらいたいと思いますが、よろしいです

ね。 

 

芳司産業振興部長  決裁がまだ終わってないので、それが取れ次第、速やかに

周知等努めていきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員  今の部長答弁でよく分からなかったんです。１人でもできるん

だということが特殊な場合と言われたんだけど、特殊じゃなくなってし

まっているんじゃないかなということを懸念するわけですよ。結局、こ

れが一般化してしまうんじゃないかと。いわゆる１人でも誰でも申請で

きるんだみたいな話にいってしまうんじゃないかな。それはそれでもい

いと思うんですよ。というのは、半分を残すような状況は、やっぱり問

題だと思っています。だから、そこら辺の運用の問題を明確にしていか

ないとかなり混乱が起こってくると思う。 

 

芳司産業振興部長  当然、現地調査をし、現地確認をした上で、地形的な事情

があるのかどうかを確認した上で、進めていきたいと思っています。例

えば、本年度であれば、山間部だったと思うんですけれど、両サイドが

もう耕作放棄をされている。その方は非常に耕作意欲があるんですけれ

ど、二つ以上でないといけないということの中で、今年度については支

援ができなかったということがありますので、そういった事情等をしっ

かり確認した上で、この事業については取り組みたいと考えています。 

 

岩本信子委員  ２０９ページ、水産業の総務費で用地借上げがあるんですけど、

これは。 

 

髙橋産業振興部次長  埴生の浜崎地区において漁民アパート、それからその隣

接地に漁民のための倉庫施設とかの用地がありますが、そちらを地権者

から市が借りている用地借上料です。 
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岩本信子委員  漁民の方の倉庫を借り上げているということですか。市が借り

る理由があるんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  地権者と市が賃貸者契約を結んで、漁協に対し市が貸し

ているという状況です。そういった市と所有者と漁協という三者の形で

の契約となっています。 

 

下瀬俊夫委員  漁港整備ですが、厚狭は漁港として機能しなくなって、だんだ

ん漁師もいなくなってしまって、どうするんでしょう。何か計画はあり

ますか。 

 

髙橋産業振興部次長  厚狭については、しゅんせつという大きな問題が出てい

るところです。今の状況では難しいという状況に変わりはありません。 

 

下瀬俊夫委員  基本的には厚狭漁協の関係は、もう漁ができないという環境に

なってしまうということになるんですか。 

 

髙橋産業振興部次長  ４月には１３周年の日曜朝市も開催されています。漁業

の皆様方も、そういった朝市は継続されてやっていますので、そういっ

た意欲はしっかり受け止め、そのような灯が消えることがないように市

も考えていく必要があると思います。 

 

小野泰委員長  この項は終わります。次、１１款災害復旧費。 

 

下瀬俊夫委員  この鉱害復旧というのは、どこのことですか。 

 

髙橋産業振興部次長  山陽地区も小野田地区も、昔、石炭等を掘っていました

ので、浅所陥没が起きている。山陽でしたら寝太郎辺りがかなり落ちた

こともあります。小野田については、有帆方面がそういった案件が多々

あるということです。 

 

小野泰委員長  よろしいですか。以上をもって本日の会議を終わります。お疲

れでした。 

 

午後５時２４分散会 

 

平成２９年３月１４日 
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一般会計予算決算常任委員長 小 野   泰 


